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令令和和３３年年度度京京都都市市「「小小規規模模法法人人ののネネッットトワワーークク化化にによよるる協協同同推推進進事事業業」」
～県域を超えた複数の社会福祉法人共同による災害等対策及び福祉人材確保育成事業～

はじめに
社会福祉法人グループ・リガ―レ（以下、リガーレ）は、令和３年度「小規模法人のネッ

トワーク化による協働推進事業」助成を採択していただき、京都市、南丹市、京丹後市、東
近江市、浦安市、青森市、平内町において高齢者福祉・介護事業を行う５つの社会福祉法人
による共同事業を行ってきました。法人が所在するそれぞれの地域では異なる課題に直面
しています。例えば、総人口は減少しつつも高齢者人口と介護ニーズが増大し続けており多
くの経営主体が参入するなど競争の激化が生じている都市部と、一方で高齢者人口も含め
た人口減少が急速に進んでおり極端な人材確保難やサービスニーズの変動などの地域課題
に直面している中山間地などの事例があります。
全国的に、超高齢化と少子化が進行するわが国において、その進捗状況は前述したような

地域による違いはありますが、高齢者施設における職員配置の改善など、これまで豊かな働
き手を前提として目指してきた質の高いサービスの継続が困難になることが危惧されてい
ます。いずれの地域においても共通していることは、地域共生社会を実現するための地域包
括ケアシステムや新たに掲げられた重層的支援体制などの確立にむけて地域で支え合う
「参加と協働」の具体的な実践の形を創り出すこと、また、介護現場において業務ごとの機
能分化による多様な人材の参加を含めたケアチーム再編成や見守り・記録・データの可視化
など の導入の有効性について試行することなど、これからの福祉サービスの在り方に
ついて開拓的に取り組むことではないかと考えられます。このように、サービスの質を向上
させながらこれまでの仕組みを改革する取組が求められている中で、社会福祉法人の果た
す役割が期待されると共に、その存在意義が問われているとも言えます。
リガーレでは、これまで人材の育成・定着や経営基盤強化など、所在する地域にかかわら

ず各法人に共通する課題に取り組んできました。とりわけ人材育成の要である階層別研修
において、今年度はオンラインシステムによるグループ演習のあり方を検討、充実するため
のファシリテーター養成を行うなど新たな領域への工夫も行ってきました。また、人材確保
についてはホームページ等インターネットによる発信を通じたグループのブランディング
の構築、法人間人事交流によるＩターンへのインセンティブを設けるなどの試みや、さらに、
人口減少によるサービスニーズの変化に適合する事業のあり方の検討、災害や感染症等へ
の対策の検討や 作成の学習なども行いました。
リガ―レは、次年度からの社会福祉連携推進法人への移行を予定していますが、わたした

ちの活動が中小社会福祉法人のあり方について何らかの参考になれば幸いです。

社会福祉法人グループ・リガーレ
山田 尋志
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第第ⅠⅠ章章 令令和和３３年年度度のの活活動動一一覧覧

１．活動の概要
令和３年度は、 つの社会福祉法人による共同事業を行った。グループ法人理事長等によ

る代表者会議をプラットフォームとして、グループの方向性や活動内容を決定するととも
に、具体的な活動を担う各委員会の事業内容の確認と課題の検討、各法人のそれぞれの地域
における地域公益活動の共有などを実施した。さらに、グループ法人事業運営の統括的責任
者による運営会議において、各現場の運営課題の共有と統一研修などグループ活動につい
て検討を行った。また、具体的な事業内容については、テーマ別に委員会を設置して事業を
行った。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、対面での会議、研修、就職セミナー
などが難しくなった半面、オンラインによる会議、研修、就職セミナーや動画の作成等、オ
ンライン環境に対応する環境整備やツールの開発を推進した結果、対面に加えて、オンライ
ンを活用することにより、活動の幅が広がり、遠隔地の事業所であっても研修や会議に参加
しやすい環境を実現できた。これらの会議や委員会の活動は次の通りである。

（１） 会議・委員会活動について

＜代表者会議（プラットフォーム）＞

委 員 福）北桑会 理事長 溝口 武美

委 員 福）はしうど福祉会 法人事務局長 𠮷𠮷岡 年光

委 員 福）リガーレ暮らしの架け橋 理事長 山田 尋志

オブザーバー 福）六心会 理事長 堤 洋三

オブザーバー 福）宏仁会 理事長 長根 祐子
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＊代表者会議開催一覧
第 回 令和 年 月 日（火） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第２回 令和３年 月 日（木） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和３年 月１０日（木） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） 地域密着型総合恵かセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和３年 月 日（木） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和 年 月 日（木） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン
第 回 令和 年 月 日（金） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

オンライン

＜運営会議 研修企画委員会＞
委員 福）北桑会 美山やすらぎホーム 覗渕 八重子
委員 福）リガーレ暮らしの架け橋 杉原 優子
委員 人材・開発研究センター 伊東 典子
委員 人材・開発研究センター 西村 優子
委員 人材・開発研究センター 村田 麻起子
委員 福）はしうど福祉会 戸石 和子

オブザーバー 福）六心会 愛須 和美
オブザーバー 福）宏仁会 工藤のり子・高橋 若菜
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＊代表者会議開催一覧
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第 回 令和 年 月 日（金） 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ
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＜運営会議 研修企画委員会＞
委員 福）北桑会 美山やすらぎホーム 覗渕 八重子
委員 福）リガーレ暮らしの架け橋 杉原 優子
委員 人材・開発研究センター 伊東 典子
委員 人材・開発研究センター 西村 優子
委員 人材・開発研究センター 村田 麻起子
委員 福）はしうど福祉会 戸石 和子

オブザーバー 福）六心会 愛須 和美
オブザーバー 福）宏仁会 工藤のり子・高橋 若菜

＊運営会議開催一覧
第１回 令和 年５月 日（月） オンライン
第２回 令和 年６月 日（月） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（月） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第７回 令和 年 月 日（水） オンライン
第８回 令和 年 月 日（木） オンライン
第９回 令和 年 月 日（金） オンライン
第１０回 令和 年 月 日（金） オンライン
第１１回 令和 年 月 日（水） オンライン

＜介護みらい検討委員会＞
オブザーバー 福）宏仁会 長根 祐子

委員 福）リガーレ暮らしの架け橋 杉原 優子
委員 福）リガーレ暮らしの架け橋 山田 尋志

＜地域共生社会創出委員会＞
委員 福）北桑会 理事長 溝口 武美
委員 福）はしうど福祉会 法人事務局長 𠮷𠮷岡 年光
委員 福）リガーレ暮らしの架け橋 理事長 山田 尋志

オブザーバー 福）六心会 理事長 堤 洋三
オブザーバー 福）宏仁会 理事長 長根 祐子

＜人材確保委員会＞
委員 福）北桑会 大八木 寿樹
委員 福）はしうど福祉会 小谷 克久
委員 福）リガーレ暮らしの架け橋 杉原 優子
事務局 人材・開発研究センター 伊東 典子

オブザーバー 福）六心会 堤 洋三
オブザーバー 福）六心会 愛須 和美
オブザーバー 福）六心会 林 哲正
オブザーバー 福）宏仁会 田中 芙美
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＊人材確保委員会開催一覧
プレミーティング 令和 年 月 日（月） オンライン

第 回 令和 年 月 日（水） オンライン
第 回 令和 年 月 日（金） オンライン
第 回 令和 年 月 日（水） オンライン
第 回 令和 年 月 日（水） オンライン
第 回 令和 年 月 日（金） オンライン
第 回 令和 年 月 日（水） オンライン
第 回 令和 年 月 日（月） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（水） オンライン
第 回 令和 年 月 日（金） オンライン
第 回 令和 年 月 日（月） オンライン

＜リクルーター活動＞
リクルーター 福）北桑会 山下 太樹

福）北桑会 井上 沙知
福）はしうど福祉会 大橋 佳奈
福）リガーレ暮らしの架け橋 小田原 彩華
福）リガーレ暮らしの架け橋 島野 莉奈 ★
福）リガーレ暮らしの架け橋 佐田 紀子 ☆
福）リガーレ暮らしの架け橋 井上 茜

サポーター 福）北桑会 大八木 寿樹
福）はしうど福祉会 小谷 克久
福）リガーレ暮らしの架け橋 杉原 優子
人材・開発研究センター 伊東 典子
福）リガーレ暮らしの架け橋 西村 翼

オブザーバー 福）六心会 熊谷 大輔 ☆
福）六心会 板谷 竜治
福）六心会 愛須 和美
福）六心会 林 哲正
福）宏仁会 磯沼 真
福）宏仁会 田中 芙美

★リクルーターチームリーダー ☆サブリーダー
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福）宏仁会 田中 芙美

★リクルーターチームリーダー ☆サブリーダー

＊リクルーターミーティング開催一覧
第 回 令和 年 月 日（月） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（木） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（火） オンライン
第 回 令和 年 月 日（金） オンライン
第 回 令和 年 月 日（木） オンライン
第 回 令和 年 月 日（水） オンライン
第 回 令和 年 月 日（土） オンライン

＊オンラインＷｅｂセミナー
「まるわかり～発見！フクシの素顔～」 令和 年 月 日（土）
「まるわかり～発見！フクシの素顔～」秋 令和 年 月 日（土）

＊就職フェア
令和 年 月 日（木） オンライン
令和 年 月 日（火 オンライン

＊リガーレグループ採用内定者交流会
年度採用内定者交流会 令和 年 月 日（金） オンライン

＜その他参加イベント＞
＊ソーシャルワーカーズ ラボ

令和 年 月 日（土） オンライン
日々の暮らしをやさしく面白
くする未来会議

令和 年 月 日（木 京果会館（対面）
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第第ⅡⅡ章章 地地域域共共生生社社会会創創出出委委員員会会

 取り組み総括
社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、改正社会福祉法第 条

第 項の規定に基づき、平成 年４月から、当該取組の実施が社会福祉法人の責務とし
て位置付けられた。リガーレ各法人においても所在する各地域での公益的取り組みにより、
地域課題の解決へつなげてきたところであり、当該協働推進事業でその取り組みを視覚化、
再整理することで、各法人の活動活性化と進化のヒントとしてきた。
しかしながら、今年度感染が急拡大した新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミ

クロン株は、その感染力の強さから各法人が経営する福祉施設への経営にも大きな影響を
及ぼした。地域の感染拡大状況等を確認しながら、各法人は可能な範囲で地域との関わりを
継続した。当委員会では、地域公益的取り組みの情報等共有に加え、非常災害時への対応に
関する事項等も含め取り組んだ。

 災害対策について
事業継続計画（ＢＣＰ）及び避難計画の策定等、災害に備えて福祉施設が取り組むべき
視点等に関して、勉強会を開催した。

 新型コロナウイルス対策関連
新型コロナウイルス感染者が発生した場合に必要となる対応策の情報共有と意見交換、
地域住民支援などを実施した。

 委員会等の活動
 開催代表者会議に合わせ、当委員会として各法人が所在する地域状況など意見交換を
実施した。
第 回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
第７回令和 年 月 日
第８回令和 年 月 日
第９回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
第 回令和 年 月 日
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第第ⅡⅡ章章 地地域域共共生生社社会会創創出出委委員員会会

 取り組み総括
社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、改正社会福祉法第 条
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新型コロナウイルス感染者が発生した場合に必要となる対応策の情報共有と意見交換、
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第 回令和 年 月 日
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 災害対策について
地震、豪雨、台風等の自然災害は毎年のように発生しており、自己で避難行動が困難

な人が集団で生活する福祉施設でも多くの被害が出ている。
平成 （ ）年８月、東北地方に上陸した台風 号の豪雨により認知症高齢者

グループホームの利用者が多数亡くなるという痛ましい被害が発生した。このことを
受け、介護保険施設等では利用者や職員の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む
各種災害に備えた「非常災害対策計画」の策定が求められるようになった。翌平成
年には、『水防法』等の改正がなされ、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設
（老人ホームや障がい者福祉施設など）の所有者または管理者に対し、避難確保計画の
作成及び避難訓練の実施が義務づけられた。また、令和 年介護報酬改正では、感染症
や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続
的に提供されることを目的に、施設や事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）策定、研
修の実施、訓練（シミュレーション）が義務化された（ 年間の経過措置期間あり）。
自力で避難することが困難な者が多数利用する特別養護老人ホーム等は、発災時に

円滑且つ迅速な避難の確保が最重要となるが、災害時は地域全体が被災する場合も多
く、福祉・介護施設も被災すると同時に、かろうじて被災を免れた場合でも入居者・利
用者の安全確保はもちろん、地域住民を受け入れるなど、想定を超えた対応を迫られる
ことにもなる。これらのことを踏まえ、福祉施設が平常時からとるべき行動、各種計画
の策定と訓練、地域住民との連携等、災害に備えた勉強会を開催した。
 災害対策勉強会の開催
講義名 策定着手時実践報告（準備期）

～策定前に備えるべき視点とは～
報告者 社会福祉法人六心会 木村之晴、奥村昭
開催日時 令和４年２月７日（月） ～
参加者数 名
講義内容
地域全体が被災した場合、福祉・介護施設も甚大な被害が及ぶ。避難と事業継続計
画を絵に描いた餅にしないためには、平時から地域住民や自治体を含めた関係者と
施設が検討テーブルを持ち、リスクを共有し時間をかけて仕組みを構築することが
重要である。福祉施設の 策定の準備期として取り組んでいる実践を報告、災害
に備えて福祉施設が取り組むべき視点等を学んだ。
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開催チラシ

 関連図書による学習
災害発生時に施設管理者または従事者として、組織管理、労務管理、安全配慮義務、
善管注意義務、リスクマネジメント等の対応に関して、法律や法的視点に立脚した
行動は容易ではない。平時から法律や制度、専門家の視点を学ぶため関連図書を購
入、法人の取り組みの参考とした。
書籍名 『防災・減災の法務』、『災害ケースマネジメント』、『介護 』、『病院・
介護施設の ・災害対応事例集』



9

開催チラシ

 関連図書による学習
災害発生時に施設管理者または従事者として、組織管理、労務管理、安全配慮義務、
善管注意義務、リスクマネジメント等の対応に関して、法律や法的視点に立脚した
行動は容易ではない。平時から法律や制度、専門家の視点を学ぶため関連図書を購
入、法人の取り組みの参考とした。
書籍名 『防災・減災の法務』、『災害ケースマネジメント』、『介護 』、『病院・
介護施設の ・災害対応事例集』

 感染症対策について
今年度は、グループ法人が運営する高齢者施設入居者・利用者・職員等において新型コ

ロナウイルス感染者が多数発生した。変異株であるオミクロン株については、国内外の報
告から感染・伝播性の増加が示されており、デルタ株に比べて倍加時間や潜伏期間の短縮、
二次感染リスクや再感染リスクの増大が確認されている。また、感染拡大のスピードが極
めて速いと言われており、職員や利用者家族の通う学校等での急拡大があり、職員の出勤、
利用者のサービス利用等に影響が生じた。地域の入院病床が逼迫し、施設入所者が陽性で
あっても入院できず、施設内療養が強いられるケースがほとんどであった。
感染対策の基本は、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、

「手洗い等の手指衛生」、「換気」をはじめとしたものであり、デルタ株までと同様であ
る。特に感染対策の基本である標準予防策の第一歩は適切な手洗い等の手指衛生の維
持であり、「手洗いチェッカー」等職員各自の手指状態を視認するための機器を購入し
各法人の感染対策に活用した。

 まとめ、今後の課題
今年度は、ワクチン接種の効果もあり、国内では秋口に新型コロナウイルス感染症感染拡
大が一旦落ち着いたように思われたが、全世界的に初冬から変異株であるオミクロン株が
急速に拡大し、国内でもこれまで以上の新規陽性者が確認される事態となった。グループ各
法人の職員や入居者など身近なところでも陽性が次々と判明し、サービス提供や利用者受
入の一次停止等、事業経営に大きな影響が生じている。
京都府はじめ、まん延防止等重点措置が発令されたが、対象地以外でも地域社会への影響
が長期化しており、町内会やまちづくり協議会などの住民自治組織の活動がなされない状
態が続いている。とりわけ、地域の高齢者等が集まり、交流の機会であり元気を支えていた
「ふれあいサロン」などもほぼ閉じた状態が長期化しており、フレイルの進行などが懸念さ
れる。また、地域では特定健診などの受診率が低下傾向であり、生活習慣病などの進行が潜
在化し、治療開始の遅れによる急速な状態悪化も憂慮される。
各法人はその歴史的背景や成り立ち、地域の情勢や人口構成などが異なるが、それぞれの
事情に応じて地域で公益的な取組を推進、基本的な感染対策を施し、工夫をしながら住民と
の活動を継続した法人もあった。
新型コロナウイルス感染拡大の長期化により、地域住民が抱える生活課題が潜在化する

一方、失業・生活困窮など世帯課題の複雑化・複合化、つながりを持つことができない孤独・
孤立の課題など、これまでの仕組みでは対応が困難となっている。このことは、地域を活動
拠点とする社会福祉法人が果たすべき役割、また住民から期待される役割も変化している
ということであろう。各法人の専門性を最大限発揮しながら、機関や関係者等地域資源をつ
なぎ他分野のプラットフォームを形成するなど、チャレンジする未来志向の視点でリガー
レグループとして連携を更に強化していきたい。
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第第ⅢⅢ章章 介介護護みみららいい検検討討委委員員会会

１．取組総括
福祉領域、とくに介護分野では、令和 年度の介護保険法改正で導入された「 」加

算や「夜間見守り体制加算」への介護ロボット反映の影響を大きく受けることになった。
リガーレ各法人においても、事業所ごとに、介護分野であれば、センサーや移乗支援ロボ
ット、ベッド一体型の見守り機器、保育分野であれば午睡時の見守りセンサー、地域福祉
分野では健康保持に向けた機能測定の機器を導入するなど、課題の対応に追われた。こう
した状況を踏まえ、本委員会ではその取り組みを情報収集・再整理することで、福祉分野
でのデジタル化の動向のヒントとした。
（１） （科学的介護加算）への対応について
連携法人が運営する各事業所に、オンライン形式で「科学的介護加算」への対応状況に

ついてアンケート形式で実態調査を行った。
（２）デジタル化の対応について
先駆的に取り組んでいる関係者や専門家など、関係者からのヒアリングを行い、意見交

換を行った。

２．委員会等の活動
（１）委員会として、関係者からのヒアリングも含め、意見交換を実施した。

第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日

１） への対応について
調査実施期間： 月 日～ 月 日
回答：リガーレグループの運営する事業所を対象に実施

事業所／ 事業所から回答を得た。
※回答内訳： 事業所（通所・訪問・居宅系） 事業所（施設系）
加算への対応については、 事業所のうち、 事業所で「対応済」「対応予定」と

の回答であった。
対応を見送った事業所では、いずれも
・記録システムを導入しておらず、現時点で 加算への対応が難しい。
・見守りセンサー等、介護ロボットの導入が進んでいない。
・職員が不足しており、新しい加算への対応が困難。

という回答であった。
一方、導入をした事業所については、
・記録システムを導入しており、加算を取得できる環境が整っていた。
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算や「夜間見守り体制加算」への介護ロボット反映の影響を大きく受けることになった。
リガーレ各法人においても、事業所ごとに、介護分野であれば、センサーや移乗支援ロボ
ット、ベッド一体型の見守り機器、保育分野であれば午睡時の見守りセンサー、地域福祉
分野では健康保持に向けた機能測定の機器を導入するなど、課題の対応に追われた。こう
した状況を踏まえ、本委員会ではその取り組みを情報収集・再整理することで、福祉分野
でのデジタル化の動向のヒントとした。
（１） （科学的介護加算）への対応について
連携法人が運営する各事業所に、オンライン形式で「科学的介護加算」への対応状況に

ついてアンケート形式で実態調査を行った。
（２）デジタル化の対応について
先駆的に取り組んでいる関係者や専門家など、関係者からのヒアリングを行い、意見交

換を行った。

２．委員会等の活動
（１）委員会として、関係者からのヒアリングも含め、意見交換を実施した。

第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日

１） への対応について
調査実施期間： 月 日～ 月 日
回答：リガーレグループの運営する事業所を対象に実施

事業所／ 事業所から回答を得た。
※回答内訳： 事業所（通所・訪問・居宅系） 事業所（施設系）
加算への対応については、 事業所のうち、 事業所で「対応済」「対応予定」と

の回答であった。
対応を見送った事業所では、いずれも
・記録システムを導入しておらず、現時点で 加算への対応が難しい。
・見守りセンサー等、介護ロボットの導入が進んでいない。
・職員が不足しており、新しい加算への対応が困難。

という回答であった。
一方、導入をした事業所については、
・記録システムを導入しており、加算を取得できる環境が整っていた。

・加算に対応できる職員がいた。
という回答であった。
人的、物的環境の充足が加算への対応を左右することが分かった。

（２）デジタル化の対応について
１）研修会の開催
研修名「介護分野が目指すべき効率化とデジタル化の展望」
講演「介護サービスの本質を見失わないデジタル化の可能性と人材育成」
講師 株式会社野村総合研究所 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業本部

ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 ﾍﾙｽｹｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
プリンシパル 横内瑛氏

実践報告 社会福祉法人尾道さつき会
ケアハウス星の里 施設長 特別養護老人ホーム星の里
介護サービス課長 村上佳代氏

開催日時 令和 年 月 日（土） ～
参加者数 名
講義内容
介護分野のデジタル化は、感染リスクや人材確保難などの社会情勢の変化から必要性

は高まっている。これまでのデジタル化の流れを振り返り、目指すべき介護業務の生産
性向上について、効率化の視点も交えながら解説をした。先駆的に導入している事業者
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の報告も交え、デジタル機器・システムの導入にあっては、働く職員にとって効率化、
デジタル化の目的にすることが第一義であると示した。そのうえで、各事業者がどのよ
うなケアを目指すか具体化し、職員で共有し、導入後の課題について振り返りながら対
応する、といった実際の進行管理について学び、業務改善の定着にあっては、組織全体
で人間関係を良好に保つことがポイントであると理解した。
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の報告も交え、デジタル機器・システムの導入にあっては、働く職員にとって効率化、
デジタル化の目的にすることが第一義であると示した。そのうえで、各事業者がどのよ
うなケアを目指すか具体化し、職員で共有し、導入後の課題について振り返りながら対
応する、といった実際の進行管理について学び、業務改善の定着にあっては、組織全体
で人間関係を良好に保つことがポイントであると理解した。

２）関係者からのヒアリング
第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日
第 回 令和 年 月 日
先駆的に取り組んでいる事業者と、調査研究に取り組んでいる専門家を対象に、オンラ

インを通じて、これまでの介護分野でのデジタル化の動向を整理した。デジタル化につい
ては、法制度上で対応が求められたことから事業者の取り組みが急がれる一方、組織風土
や職員のモチベーションに与える影響も大きいことを確認した。デジタル化の対応にあっ
ては、機器の選定と同時に、その事業者が目指すケアのあり方を再構築するほか、実際の
職員の働き方も観察したうえで業務改善を取り組むなど、下地作りが必要あることを共有
し、研修会の開催につなげた。

３．まとめ、今後の課題
福祉領域は、従来より、人が人によってサービスを行うことを本質としており、そうし

た流れから、デジタル化への抵抗があるように感じられている。しかし、近年の人材確保
難や都心部を中心にサービス利用者の拡大が続く傾向から、業務全体の見直しと合わせ
て、介護機器の導入・デジタル化の流れは避けられないものとなっている。
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（感染リスクを低減する）
②視覚・触覚でしか判断できなかったことが、機器を利用した測定をすることで、判断
基準を標準化できる。（職員のバイアスを低減する）
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合わせて、デジタル化を活用する業務の対象として、具体的に下記の内容が提案された。
①夜間の巡室訪問、見守り
とくに施設介護や保育の領域では、本人に異変がなくても定時で巡回することが通常と

なっている。この負担感や接触による感染リスクをおさえることは職員にとってもメリッ
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トである。同時に、機器を使用することで安全性も維持し、安眠も妨げないことは、利用
する側にとってもメリットになる。
これまでは、安全確保のみを目的として手厚さを評価していたが、離床センサーや睡眠

の把握など機器を使って、より細かいニーズにも対応できるか、といったサービスの対象
拡大が求められている。
②記録
リガーレグループでも、今回の委員会の調査によって、導入している記録システムがそ

れぞれ異なり、記録システムに求める条件も異なることが分かった。（例：報酬請求と記
録が一体化している など）
近年、福祉現場における「記録」の考え方は、変化していると考えられる。以前は、単

に、業務の内容を伝達するためのものであったが、行政からの質問に答えうるもの、家族
への質問に答えうるもの、事業者の質の向上を保証するもの、事故検証など分析に対応で
きるもの、など、その重要性は年々高まっている。
ただし、請求業務に強い記録システムは、煩雑な仕組みであることが多く、複数のセン

サーやシステムを導入している場合、ベンダー会社側で統合することは困難と思われる。
記録やセンサーを一気通貫型でパッケージ化されているものもあるが、それが事業者の求
めるケア内容に応じて最適化されているかを事前に諮ることは難しい。場合によっては、
導入途中でシステムの互換が図られずに断念せざるを得ないことも考えられる。
見守りと記録のシステムは、現実的に、ベンダー側、開発側だけでなく、導入する福祉

事業者側も交え、丁寧な情報共有を図ることが必要となる。
近年の動向を踏まえ、「これからデジタル化をスタートしよう」と意気込む事業者も多

い。これまでは人材不足、環境不足でできなかった業務を、新しい機器を使って実現し地
域の期待に応える、ということがイメージできることが望ましい。
そのためには、外部に委託したり、他法人と共同したりするなどの方法で、システム全

般を相談できる担当者を専任でおくことが望ましい。窓口になる担当者を置くことで、事
業者が問い合わせをするときに“たらい回し”になることもなく、また、ベンダー側もシス
テムの見直しに必要な情報収集ができるようになる。
デジタル化の流れは、今後 年以内にケアサービスの現場を変えていくことが予想さ

れる。とくに、介護予防の分野では、すでに社会生活に実装されているデバイスを使用し
て、社会参加を促したり、健康管理を促進するなど、今までとは異なる活動が見られてい
る。福祉事業者の培ってきた知見をより多くの地域住民に還元する意味でも、前向きにデ
ジタル化に取り組んでいきたい。
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第第ⅣⅣ章章 福福祉祉人人材材育育成成・・定定着着事事業業

１．取組み概要
リガーレグループでは活動を始めた当初から、参加法人の職員の定着・育成の機能のとし

てのリガーレ統一研修事業とスーパーバイズ事業を車の両輪として行っており、グループ
法人の職員のキャリア形成を支援している。統一研修の実施を重ねることでグループ内で
の、役職等階層ごとに求められる人材のあり方、求められる知識、技術、態度などの標準的
なイメージの共有が進んでいると実感できる場面も見られ、今後ますます、統一研修及びス
ーパーバイズ事業が人材育成・定着のための重要な仕組みであると考えられる。

２．研修企画委員会
研修企画委員会は、リガーレグループ各法人における事業統括責任者による運営会議に

併設されており、毎月開催される。その目的としては、①研修事業の進捗の報告と共有②研
修事業の内容について課題検討と対応③研修事業の在り方について協議する場となってい
る。
今年度は、オンラインによる研修が中心となって 年目となり、 の機能を活用した

講義や演習も定着したと考えられる。一方で、オンライン研修に合わせた、講義や演習の内
容、タイムテーブル等もあり、研修企画委員会の責任者が研修にオブザーバー参加してモニ
タリングを実施した。モニタリングで発見した成果と課題は、定例の研修企画委員会で報告
して、課題を修正し、研修事業で試行しながら進めた。

．統一研修
グループとしての （ ）の仕組みであるリガーレグループ

統一研修（以下「統一研修」）は次のような構成となっている。いずれの体系も 年をかけ
て学ぶプログラムとなっており、体系ごとの到達目標を設定している。
（１）専門研修

介護専門職として理念に基づく知識、技術を学ぶ研修であり、入職 年目の専門研修
Ⅰ、 年目以降の専門研修Ⅱ、 年から 年目の中堅職員で の担い手に対する専門
研修Ⅲと現任者に対して つの体系で構成している。

（２）役職者に対する研修
上記に加えて、職責別に対応する研修として実施している。チームのまとめ役のリーダ

ーに対する研修、複数チームのマネジメントを担う役職者を対象とした研修内容が用意
されている。リーダー研修に関しては、チームのまとめ役として必要な基本的な知識、例
えばチーム概念やチーム形成の基本的な知識、また、リーダーとしてチームをまとめてい
くための考え方や行動といった講義を行っており、毎回の研修で自分の考えや気づきを
発表するといったグループワークや演習を取り入れている。役職者研修は、スーパービジ
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ョンを柱にして、受講生が自身の現場の具体的なマネジメント事例をもとにプレゼンテ
ーションを行い、グループワークや演習を通じたグループスーパービジョンによる考察
を重ね現場のマネジメントで試行するといったサイクルを支援できるように進めた。

（３）合同研修
リーダー研修と役職者研修の受講生対象にリハビリテーションをテーマにした研修で

あり、暮らしを支援する専門職として必要な知識を学んだ。
第 回 人の身体や構造の理解「リハビリテーション概論」
第 回 人の身体や構造の理解「生活に必要な運動学」
第 回 人の身体や構造の理解「生活支援に生かすリハビリテーションの視点」

（４）その他の研修
（ ）として、資格取得支援講座、実務者研修、介護福

祉士ファーストステップ研修を提供し、グループ法人職員のキャリアアップ形成をバッ
クアップしている。
また、介護福祉士ファーストステップ研修については、新型コロナウルス感染拡大影響

により、「観察記録の的確性」「家族地域の支援力の活用」「問題解決思考法」「自職場の分
析」の 科目を令和 年度に繰り越すこととなった。

４．スーパーバイザーによる巡回事業
前項で述べた研修事業が、現場のケア実践及びチームづくりに効果的に届くようにリガ

ーレグループのスーパーバイザー（以下、 ）による巡回事業がある。グループ活動を始
めた平成 年度から開始して、 年を超えて実施してきた中で、スーパーバイザーの役割
と事業内容が定着している。リガーレグループにおけるスーパーバイザーによる巡回の事
業であるが、統一研修と合わせてグループ内のケアの標準化のために中心的な事業となっ
ている。
本来 は、組織内に配置し、十分な経験と知識のある専門職が後輩や部下にスーパービ

ジョンを展開し教育的、支持的、管理的機能を駆使して介入することが望ましいが、小規模
法人において行っている事業所は少ない。リガーレグループの 事業は、 をグループ
で を共有しそれぞれの事業所を訪問する仕組みで行っている。

事業によるグループ法人への巡回は、法人ごとの課題を「研修・人材育成」「会議・
記録 情報共有 」「組織性・組織機能」「設備・環境」「職員配置」「暮らしの支援」６つの視
点で整理し、課題共有し、課題解決の行動計画（アクションプラン）を作成、解決および改
善に進む過程に として介入し、伴走していく。（図１）リガーレグループのアセスメン
トシートで示された、 「研修・人材育成」、 ２「会議・記録 情報共有 」場面でのサ
ポートや介入が内容としても頻度としても多くを占めている。
（１）スーパーバイズ事業の方法

は各法人を定期的・継続的に巡回訪問しており、法人ごとの課題により、その頻度や



17

ョンを柱にして、受講生が自身の現場の具体的なマネジメント事例をもとにプレゼンテ
ーションを行い、グループワークや演習を通じたグループスーパービジョンによる考察
を重ね現場のマネジメントで試行するといったサイクルを支援できるように進めた。

（３）合同研修
リーダー研修と役職者研修の受講生対象にリハビリテーションをテーマにした研修で

あり、暮らしを支援する専門職として必要な知識を学んだ。
第 回 人の身体や構造の理解「リハビリテーション概論」
第 回 人の身体や構造の理解「生活に必要な運動学」
第 回 人の身体や構造の理解「生活支援に生かすリハビリテーションの視点」

（４）その他の研修
（ ）として、資格取得支援講座、実務者研修、介護福

祉士ファーストステップ研修を提供し、グループ法人職員のキャリアアップ形成をバッ
クアップしている。
また、介護福祉士ファーストステップ研修については、新型コロナウルス感染拡大影響

により、「観察記録の的確性」「家族地域の支援力の活用」「問題解決思考法」「自職場の分
析」の 科目を令和 年度に繰り越すこととなった。

４．スーパーバイザーによる巡回事業
前項で述べた研修事業が、現場のケア実践及びチームづくりに効果的に届くようにリガ

ーレグループのスーパーバイザー（以下、 ）による巡回事業がある。グループ活動を始
めた平成 年度から開始して、 年を超えて実施してきた中で、スーパーバイザーの役割
と事業内容が定着している。リガーレグループにおけるスーパーバイザーによる巡回の事
業であるが、統一研修と合わせてグループ内のケアの標準化のために中心的な事業となっ
ている。
本来 は、組織内に配置し、十分な経験と知識のある専門職が後輩や部下にスーパービ

ジョンを展開し教育的、支持的、管理的機能を駆使して介入することが望ましいが、小規模
法人において行っている事業所は少ない。リガーレグループの 事業は、 をグループ
で を共有しそれぞれの事業所を訪問する仕組みで行っている。

事業によるグループ法人への巡回は、法人ごとの課題を「研修・人材育成」「会議・
記録 情報共有 」「組織性・組織機能」「設備・環境」「職員配置」「暮らしの支援」６つの視
点で整理し、課題共有し、課題解決の行動計画（アクションプラン）を作成、解決および改
善に進む過程に として介入し、伴走していく。（図１）リガーレグループのアセスメン
トシートで示された、 「研修・人材育成」、 ２「会議・記録 情報共有 」場面でのサ
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（１）スーパーバイズ事業の方法

は各法人を定期的・継続的に巡回訪問しており、法人ごとの課題により、その頻度や

時間、内容は異なる。月１回～４回、２時間～６時間程度、内容としては、個別ケースの相
談から会議への参加と多様であるが、いずれも定期的で継続的であるということである。定
期的で継続的な巡回を行うことで、客観的な視点での助言や経時的な変化や成果といった
評価をフィードバックすることができる。
（２） の役割
リガーレグループでは、グループ法人を巡回訪問してスーパーバイズを行っている が、

グループ集合研修の講師も担っているとい点が特徴といえる。巡回訪問で発見した現場の
課題を基に、それらを解決するために有効な研修内容やプログラムを開発していくことが
できる。したがって、研修内容は、知識や技術の習得にとどまらず、ケア理念の浸透、介護
観をみがく、学んだ知識の理解を深める演習が中心となっている。 の具体的な活動内容
は次の通りである。
①事業所内の研修体系の整理
② の仕組みづくり支援
③会議体系の整理
④会議・カンファレンス運営の方法への介入
⑤情報共有の仕組みづくり
⑥個別ケース支援の相談
⑦役職者のマネジメント課題相談・リーダーのチーム課題相談
⑧人間関係の調整
（３）．統一研修とスーパーバイズ事業
現任者に育成については、一般的には、 、 、 がある。研修は にあ
たり、実践の場を離れて知識の習得、理念に照らして考え方の整理や省察（ ）とい
った場である。リガーレグループでは、この をグループの研修事業として実施して
いることは、前述のとおりである。
スーパーバイズ事業は、研修の効果を現場で定着させるための必要な考え方と行動変容

を促し、サービスやケアの質の向上に繋げる機能を担っている。加えて、巡回しながら各法
人の の仕組みやエルダー制、プリセプター制度等が機能するように様々な介入を行っ
ている。統一研修と 事業は、互いの機能を補完する車の両輪の関係である。
従来の現任者育成における と だけでは難しい人材育成を進める機能として

のスーパーバイザーによるスーパービジョンを事業として行うことは大きな意義があると
考えられる。

５．新たな課題への対応
研修事業に関しては、具体的には、①講義は短時間で研修テーマを理解できるようにする。

②オンライン研修での演習技術を磨く。③オンライン研修の完成度を高めて、オンデマンド
にも対応できる教材にする。新型コロナウイルス感染拡大の副産物でもあるオンライン研
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修の仕組みの定着を活かして、オンデマンド用の教材を用いて学習できれば、更に多くのグ
ループ法人の職員に研修を届けることが可能となる。
また、オンライン研修におけるグループワーク・演習のあり方も課題となった。特に各事

業所にファシリテーター（ ）を配置する必要があり、 養成のあり方についても検討を
行った。
新型コロナウイルス感染が収束後もオンラインやオンデマンドを併用した研修事業は必

須であると予測されることから、今後も教材の開発し研修事業を進めていくことになるで
あろう。
また、研修体系ごとに 年をかけて学ぶプログラムになっているが、一つの体系を ～３

名の講師で担うことから、体系ごとのテキスト教材が必要であると考えられる。標準テキス
トをもとにして、講義演習を組みたてることで、研修内容の標準化を図ることができ、受講
生もテキストにより、 年間の学びの全体像を把握することができると考えられる。
このような研修事業を継続するために、研修事業の担い手の確保育成は、グループとして

継続課題ではある。従来の講師陣に加えて、グループ法人の役職者が採用時新人研修、実務
者研修の講師を担うことで、研修事業への参画と講師担い手の拡大を図れた。次年度に関し
ては、統一研修計画のプログラムで、講師としての基本的知識、技術、技能について専門家
を招いて学ぶ「講師養成講座」を予定している。これにより、グループ法人の職員定着と育
成に講師養成の機能が加わり研修事業の幅が広がることが期待できる。

６．特別企画―リガーレグループ実践事例発表会
実施日：令和４年３月３０日（水）
参加者：事例発表者 リガーレグループ法人職員
内 容：コメンテーター 日本社会事業大学専門職大学院 特任教授 宮島 渡 氏

オンラインでの実践事例発表の試み、グループの５法人より以下の事例発表と発
表に対する意見交換、コメンテーターのコメントをオンラインで法人間をつない
で実施した。

発表事例 「 さんの地域」 リガーレ暮しの架け橋
「フードサービス委員会活動を通して「自立支援」を考える取り組み」 六心会
「不適切ケア 虐待の芽をつむ、特養の取り組み」 はしうど福祉会
「若手職員・中堅職員のモチベーション向上に向けた取り組み」 宏仁会
「自ら考え行動できる「チームリーダー」へ 六心会
「共に学ぶ」～ケアマネジャーの資質向上に向けて～ 北桑会

コメンテーターからの助言とフィードバックと効果
事例ごとにコメンテーターから発表内容に対する概念整理とパワーポイントのスライ

ドによる客観的で丁寧な説明があり、発表者自身の省察が深まった。また、グループの実践
を５法人で共有し他法人の実践に互いに学ぶことで、研修事業の成果の報告ともなり、グル
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する予定である。
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第第ⅤⅤ章章 リリガガーーレレ人人材材確確保保共共同同事事業業

 事業の概要
リガーレグループでは、平成 年２月に㈱学情が企画する「キャリアデザインフォー

ラム」にグループとして初めて出展し広報活動を開始した。その後、平成 年より共同
募集を始め、令和元年度から人材募集専任職員を配置し、事務局機能の強化を図ってきた。
今年度も昨年度に引き続き、リガーレというグループで実施する活動と就職説明会など
各法人が実施する活動を有機的に結合しながら事業を遂行した。前者は、学生と早期に出
会い、主にリガーレと各法人の存在と魅力を学生に周知し、興味を持ってもらう活動、後
者は実際の就職説明会や採用面接等の活動である。
グループとして複数回の就職フェアへの参加、グループ独自のインターンシップ開催、

各法人の採用状況の共有や成果など、グループの強みを生かした求職者への広報活動を
展開した。ターゲットはこれまで同様、大学新卒採用に主軸を置きながらも、外国人材や
社会人採用状況の共有も図ってきた。
介護人材の確保がますます困難になる中、各法人のそれぞれの特色を生かしつつ、グル

ープとしての利点を生かし、中長期的な視点に立ち次代を担える人材の確保に向けて活
動を進めた。

 人材確保委員会
グループ各法人がそれぞれグループの強みを打ち出しながら募集活動を行う上で、人

材確保に関する情報共有を図るキーパーソンとしての中心的役割を果たす機関として
「人材確保委員会」を設置した。メンバーは、代表者会議から担当理事長が配置されて
方針が示された。各法人からはマネジメント職が担当することで、各法人経営層との意
思疎通、情報共有がスムーズに行え、各法人の採用活動とのリンクがしやすいようにし
た。委員会は月 回開催し、代表者会議で担当理事長から活動報告や協議等を重ねグル
ープ全体での意思疎通を図り、グループによる人材確保に関するさまざまな活動を企画、
実施した。

３．各法人採用計画作成
各法人で日々採用活動を進めているが、より良い採用を目指し、目的を持った計画

的な採用活動を進めるために、プロセスや方法を共有し計画を作成することとなっ
た。募集人材は欠員補充のみでなく、法人のペルソナに合わせた将来を見据えた人材
を採用する必要がある。そのため、「 」を資料として用い、数年をか
けて計画を育てていくこととした。まず、今年度は共通認識を持つために採用計画・
採用活動の流れを共有することから始めた。今後は、採用目的の明確化のためのシー
トを作成するなど、ターゲットに合わせた採用計画を進めていく予定である。
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ープ全体での意思疎通を図り、グループによる人材確保に関するさまざまな活動を企画、
実施した。

３．各法人採用計画作成
各法人で日々採用活動を進めているが、より良い採用を目指し、目的を持った計画

的な採用活動を進めるために、プロセスや方法を共有し計画を作成することとなっ
た。募集人材は欠員補充のみでなく、法人のペルソナに合わせた将来を見据えた人材
を採用する必要がある。そのため、「 」を資料として用い、数年をか
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採用活動の流れを共有することから始めた。今後は、採用目的の明確化のためのシー
トを作成するなど、ターゲットに合わせた採用計画を進めていく予定である。

４．学生動向の把握と共有
年採用対象学生の動向については、「 卒学生エントリー表」を用い、毎月

ごとに、セミナー等で出会った学生が内定に繋がるまでの状況をまとめて把握、共有す
ることで法人の採用活動の在り方等を検討し会議でフィードバックを行った。

年以降採用対象学生の動向については、「 年卒～学生エントリーシート」
を毎月ごとに作成し、インターンシップなどリガーレグループとして次に行うべきこ
とを見いだし検討するツールとして用いた。

５．リクルーターチームの組織、活動
リガーレグループでの新卒学生採用に向けて、平成 年度よりリガーレ各法人若手

職員を中心にリクルーターチームが結成され活動を重ねてきた。令和 年度は、人材
確保委員会のサブ組織として月 回のリクルーターミーティングを開催し、人材確保
委員会で協議決定した学生に向けた活動の実践チームとして具体的企画を策定し実行
していった。
今年度は、昨年度に引き続きコロナ禍であったため、会議をはじめ、すべての活動が

オンラインで行われた。その内容も、リガーレグループ独自のセミナー「まるわかり～
発見！フクシの素顔～」を 回企画運営、 （以下、「 」）オンラ
イン就職フェア「 ！ 」に 回の参加、また、リガーレグループの
採用内定者に向けてオンライン交流会の企画運営を行った。

リクルーターのメンバーは昨年度から交代しているが、これまでの活動の蓄積と、
リクルーター自身の内省やグループへの理解が深まるなど、チームの醸成とリクルー
ター個人の成長が各法人での採用活動に貢献できたと思われる。

６．グループ独自のセミナー
令和 年度からはコロナ禍により、それまで実施していたバスで学生たちを各法

人に案内する「おもてなしバスツアー」が開催できなくなり、それに代わるものとし
てＷｅｂによるセミナー「まるわかり～発見！フクシの素顔～」を開催した。目的は
バスツアーと同様に、インターンシップとして学生に福祉職場の理解を促し、リガー
レグループや法人の魅力を伝えることである。令和 年度は 回の開催であったが、
令和 年度は 月 日（土）と 月 日（土）の 回実施した。いずれもリクル
ーターは各法人からオンラインで参加し、それぞれが体験し考えていることのリア
ルを学生とのクロストークで伝えることにより、参加学生からは非常に満足したと
の声をもらうことができた。
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「まるわかり～発見！フクシの素顔～」エントリー及び参加学生
月 日（土）
エントリー 参加 学校 学年 学部

〇 関西国際大学 回生 福祉系
〇 びわこ学院大学短期大学部 回生 福祉系
〇 同志社大学 回生 福祉系
〇 同志社大学 回生 福祉系
〇 京都府立大学 回生 福祉系
〇 京都府立大学 回生 福祉系
× 淑徳大学 回生 福祉系
〇は当日参加 ×は申し込んだが当日不参加

月 日（土）
エントリー 参加 学校 学年 学部

〇 佛教大学 回生 福祉系
〇 京都府立大学 回生 福祉系
× 京都女子大学 回生 福祉系
〇 京都女子大学 回生 福祉系
〇 弘前医療福祉大学短期大学 回生 福祉系
〇 立命館大学 回生 福祉系
〇は当日参加 ×は申し込んだが当日不参加

７．就職フェアへの参加
（１） 「 ！」 全国／地方の魅力を伝える

主催：
参加法人： 法人
日時：令和 年 月 日（木） ： ～ ：
形式：オンライン形式
場所：リクルーター（若手職員）は各法人からオンライン参加
担当職員：リレープレゼンテーション 六心会 名

ブースプレゼンテーション 宏仁会 名 六心会 名
はしうど福祉会 名
リガーレ暮らしの架け橋 名

プロデュース リクルーター全員
機械、技術 六心会 名 リガーレ暮らしの架け橋 名

参加学生 名 内リガーレブース訪問学生 名
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学校 各部学科 卒業見込年 人数
和歌山大学 観光学部 年 名
川崎医療福祉大学 医療福祉臨床心理学科 年 名
文教大学 人間科学部人間科学科 年 名
立教大学 コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 年 名
千葉大学大学院 人文社会科学研究科 その他 名
松山大学 人文学部社会学科 年 名
武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科福祉コース 年 名
金沢大学 人間社会学域地域創造学類福祉マネジメントコース 年 名
愛知学院大学 商学部商学科 年 名
龍谷大学 社会学部現代福祉学科 年 名
龍谷大学 文学部真宗学科 その他 名
北星学園大学 社会福祉学部福祉計画学科 年 名
明治学院大学 社会学部社会福祉学科 年 名
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主催：
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日時：令和 年 月 日（火） ： ～ ：
形式：オンライン形式
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ブースプレゼンテーション 北桑会 名
リガーレ暮らしの架け橋 名

プロデュース リクルーター全員
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参加学生 名 内リガーレブース訪問学生 名
学校 各部学科 卒業見込年 人数
大阪府立大学 地域保健学部・教育福祉学科 年 名
佛教大学 社会福祉学科 年 名
東北福祉大学 社会福祉学科 年 名
東海大学 国際文化学部 国際コミュニケーション学科 年 名
拓殖大学 商学部 経営学科 年 名
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令和 年度からコロナ感染症対策のため、 主催の就職フェアは全てオンラインで行
われた。また、企画も大規模で大人数が一度に集まる方法から、テーマ別に小規模な企画を
数多く開催される方法になり、学生も一括して同じイベントに多く参加するのでなく、興味
のある回にそれぞれ分散して参加したため 回当たりの参加人数も少なくなった。
そうした中で、令和 年度（ 卒対象）は 月（全国 地域の魅力を伝える）と 月

（関西 高齢）の 回のフェアに参加した。オンラインということもあり、学生は全国から
の参加が特徴的であったが、参加学生が少ないにも関わらず、リガーレグループのブースを
訪れた学生数は昨年度よりも増加した。このことは、就職フェアで学生対応するリクルータ
ーたちが、技術的にオンラインに慣れたことも考えられるが、リガーレグループの特徴など
自分たちで考え、自分たちの言葉で発信することができるようになったことが、学生にわか
りやすく伝わりブースに来てくれる要因になったのではないかと思われる。課題は、ブース
を訪れた学生をグループで繋いで就職に結びつけるシステムをしっかりと構築していくこ
とが必要と考えられる。

８． への参画
一般社団法人 を事務局として活動する「 」

は福祉の関係人口を増やし、リクルート活動など単一法人を超え、これからの社会福祉の担
い手たちが集まり、「ソーシャルワーカー」という概念を介して関わり合い学ぶ合う場とし
て育てていく仕組みを２０１９年に立ち上げたプロジェクト。参画法人はきょうと福祉人
材育成認証制度の上位認証を取得した つの法人、南山城学園・くらしのハーモニー・みね
やま福祉会・社会福祉グループリガーレである。
いくつかのイベントが開催される中で、今年度は学生と法人が出会う場として以下の二

つのイベントに参画した。地域課題に対して高い意識を持つ学生とのセッションなどを通
じ、地域課題に対して法人はどう向き合い、どう取り組むかなど改めて考察する契機となっ
た。
（１）「 」

日時：２０２１年１２月８日（木）１３時～１８時
参加者：六心会２名 リガーレ暮らしの架け橋２名
形式：オンライン

（２）「日々の暮らしを、やさしく、面白くする未来会議」（資料）
日時：２０２２年３月１０日（木） １３時～１８時
参加者：六心会 名 はしうど福祉会 名 リガーレ暮らしの架け橋２名
対象：学生５０名
場所： （対面）
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材育成認証制度の上位認証を取得した つの法人、南山城学園・くらしのハーモニー・みね
やま福祉会・社会福祉グループリガーレである。
いくつかのイベントが開催される中で、今年度は学生と法人が出会う場として以下の二

つのイベントに参画した。地域課題に対して高い意識を持つ学生とのセッションなどを通
じ、地域課題に対して法人はどう向き合い、どう取り組むかなど改めて考察する契機となっ
た。
（１）「 」

日時：２０２１年１２月８日（木）１３時～１８時
参加者：六心会２名 リガーレ暮らしの架け橋２名
形式：オンライン

（２）「日々の暮らしを、やさしく、面白くする未来会議」（資料）
日時：２０２２年３月１０日（木） １３時～１８時
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９．リガーレグループ採用内定者交流会の開催
年度よりリガーレグループとして採用内定者交流会を開催し、今年度も 年度

採用内定者交流会を 月 日に開催した。それぞれの法人では内定者研修や交流会を開催
されているが、一つの法人では内定者数も少なく、同期入職の仲間が得にくい課題がある。
新人にとっては、お互い励ましあえる同期の仲間の存在は重要であると同時に、学生から社
会人になる不安の解消や現実的な仕事への心の準備も必要である。そこで、グループでの交
流会を開催することでそれらの課題を乗り越え、法人間の連携を直に感じることができた。
交流会は を使用してオンラインで行ったが、特に今年度は交流会の冒頭に、グル

ープ 法人の各理事長から採用内定者に対して励ましのメッセージを受けた。このことは、
内定者にとって少々の緊張もあったが、リガーレグループの理念や意義を直接体験できる
貴重な機会になった。また、内定者と年齢の近い若手職員（リクルーター）とのクロストー
クを少人数グループで行った。リクルーターの体験等を交え、内定者の思いに寄り添うよう
な内容で進められ、内定者たちもリラックスして交流することができ、 月の入職に向けて
の心の準備と安心感を得ることができたと思われる。

１０．リガーレグループのパンフレット・広報誌等 リガーレグループの広報媒体
（１）コンセプトブックのリニューアル
福祉領域を知らない方へもリガーレグループとその活動を紹介するツールとして平成

年度に初版を発行し、学生や関係機関をはじめ様々な方々に配布、リガーレグループの魅力
を発信してきた。令和元年度に一部内容を更新して増版し、今年度は内容全般を見直してリ
ニューアルを行った。特に、リガーレグループ独自の取り組みとして つのテーマ「学ぶ環
境」「地域課題と向き合う」「安心して働ける職場」「介護とテクノロジー」で、時代が求め
るサービス実践、制度にはない活動などを紹介している。
（２）広報誌「 ６号」の発刊（資料）
広報誌「 」は、外部への広報とともにリガーレグループ内の職員に向けたイン

ナープロモーションを目的としている。各号にテーマが設定され、第１号は２０１７年に発
刊「はしうど福祉会の地域に根差した活動の紹介」第２号は「職員のパーソナルな背景にフ
ォーカス」第３号は「社会参加支援、ノーマライゼーション」第４号は「リガーレの考える
人材育成」第５号は「各法人の地域公益活動」で進めてきた。そして今年度第６号は「リガ
ーレの目指す『介護』」をテーマに取り上げ、各法人の利用者と支援エピソードに焦点をあ
てた。具体的事例を掘り下げることで、本人の望む暮らしを支えている「介護」の価値につ
いて可視化することができた。
（３）リガーレグループ ホームページのリニューアル
これまでも、リガーレグループとしてのホームページを開設し、リガーレグループができ

た経緯や、目指していること、取り組みや様々な活動を紹介してきた。今回のリニューアル
では、リガーレグループの理念や大切にしていること、目指していることなどをより分かり
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やすく表現し、グループとしての取り組みやグループ内各法人の活動などもより細やかに
分かりやすく伝えられるように専門業者の力を借りて制作することとした。社会福祉連携
推進法人制度が施行されるタイミングでもあり、訪問者は今後増加すると見込まれ、要点を
分かりやすく伝える構成とした。

１１．外国人材及び社会人応募者の育成と情報共有
（１）外国人材の確保と育成
想定される日本の労働人口減少を見据え、平成 年よりリガーレグループ内で外国人材

の検討を行い、令和元年にフィリピンからの技能実習生の受け入れがグループ内一部法人
で始まり実習が始まった。受け入れた法人は、実習生の生活上のサポートや育成状況の共有
を図るなど、実習生が不安なく学ぶことができるよう体制を整え、令和 年 月の技能実
習評価試験を受験、合格に至った。
令和 年度も、次期実習生の受け入れの手続きを進め、新たな受け入れ態勢を整えたが、

コロナ禍のため入国できず次年度に延期となった。令和 年度は、技能実習生の受入が未
着手だった法人もオンライン面接を実施する等新たに受入準備を進めており、また国籍も
フィリピンのみならず、中国からの実習生受入を計画している。こうした外国人材受け入れ
の広がりとともに、技能実習制度本来の目的である技能、技術又は知識の確実な移転を図り、
開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力するため、グループとして育成や支援体
制の仕組み整備、将来にわたる受入計画策定等を進めたい。
（２）社会人応募者の育成と情報共有
令和３年度は、新卒学生や外国人材に加えて、キャリアチェンジ等社会人経験のある人材

について、募集方法や応募状況、育成状況等について情報を共有し、意見交換をおこなった。
転職希望者については、概ね社会福祉領域での就労が未経験であり、現場着任後の育成体制
構築が何より重要となる。「他人のためになる仕事に従事したい」という初期の意欲だけで
は職場定着は難しく、組織としての人材育成体制、つまり現場任せにしない育成体制やプロ
グラムの構築が求められている。既卒や社会人の求職状況については、法人が所在する地域
の人口動態や地域性によって異なるが、欲しい人材のターゲットを整理し、通年での採用活
動も人材確保の重要なルートとして、グループとして検討を重ねたい。
生産年齢人口が急激に減少する時代となり、人材確保はますます困難となる。意欲あるキ

ャリアチェンジの社会人経験者が確実に定着する法人体制確立と育成システムの構築を進
め、多様な人材の参入を促進させたい。

１２．今後に向けて
令和３年度は、コンセプトブックのリニューアルやグループホームページのリニューア

ルなど、リガーレグループの基本理念や取り組みを改めて振り返り、確認することができた
年度であった。「個々の法人がそれぞれの地域で特色ある地域活動や地域支援を行う姿」を
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について、募集方法や応募状況、育成状況等について情報を共有し、意見交換をおこなった。
転職希望者については、概ね社会福祉領域での就労が未経験であり、現場着任後の育成体制
構築が何より重要となる。「他人のためになる仕事に従事したい」という初期の意欲だけで
は職場定着は難しく、組織としての人材育成体制、つまり現場任せにしない育成体制やプロ
グラムの構築が求められている。既卒や社会人の求職状況については、法人が所在する地域
の人口動態や地域性によって異なるが、欲しい人材のターゲットを整理し、通年での採用活
動も人材確保の重要なルートとして、グループとして検討を重ねたい。
生産年齢人口が急激に減少する時代となり、人材確保はますます困難となる。意欲あるキ

ャリアチェンジの社会人経験者が確実に定着する法人体制確立と育成システムの構築を進
め、多様な人材の参入を促進させたい。

１２．今後に向けて
令和３年度は、コンセプトブックのリニューアルやグループホームページのリニューア

ルなど、リガーレグループの基本理念や取り組みを改めて振り返り、確認することができた
年度であった。「個々の法人がそれぞれの地域で特色ある地域活動や地域支援を行う姿」を

法人幹部職員だけでなく、若手職員のリクルーターたちが主体的に共有し、自分たちの言葉
で語り、各法人の採用活動に繋ぐことができたのはリガーレグループの共通の成果ではな
いだろうか。
今後は、グループ独自のオンラインインターンシップ等で早期に我々と知り合うことが

できた学生へ、リガーレグループ及び各法人の価値を漏れなく伝え、「共感者」として採用
面接までしっかりと導くことが重要となる。採用ルートの違い（各法人採用 一括採用）、
場の違い（リアル オンライン）をこえて、その重要性は変わらないはずだ。また、新卒
学生だけでなく、外国人材やキャリアチェンジを目指す社会人材への魅力発信と採用後の
育成プログラムなど定着にむけた教育体制の構築を目指していく。そして、採用のミスマッ
チがないよう人材採用の理念と方針を可視化した「採用計画」の策定を進めていきたい。
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ⅥⅥ．．地地域域共共生生社社会会をを目目指指すす地地域域づづくくりりとと社社会会福福祉祉法法人人のの役役割割

１．重層的支援体制における支援と社会福祉法人に期待する役割
地域共生社会の実現に向けて、令和２年６月社会福祉法が改正され、従来の縦割りで行わ

れてきた福祉サービスのあり方を変革する「重層的支援体制整備事業」が市町村により実施
される。本テーマで厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長の宇野禎晃様を招いて研究会を行
った。
本事業はアウトリーチや断らない相談により多様な地域課題が把握され、当該ケースが

専門職と出会うことにより参加を通じた社会との繋がりが実現し、ひいては地域づくりへ
と展開していくことで地域共生社会の構築が推進されることを目指す事業である（図１）。
例えば高齢分野を例にとれば、断らない相談機能は地域包括支援センター（以下、包括）

が中核的な位置づけと想定されるが、小規模多機能型居宅介護事業のように２４時間
日のサービスで小学校区など包括に比して小さな領域を担当している事業所などが包括の
ブランチとして地域の多様な課題を把握することが具体的かつ有効な重層的支援事業を担
う可能性がある。そこで高齢分野以外の地域課題に直面した場合に、他の福祉分野との顔の
見えるネットワークを構築しておくことで本事業の目的を達することができる可能性を学
ぶことができた（図２）。

２．社会福祉法人の経営のあり方
複数の社会福祉法人が連携して共同事業を行うことの意義、制度化された社会福祉連携

推進法人による業務ごとの具体的課題、そして社会福祉法人をとりまく環境と経営のあり
方などについて、早稲田大学准教授の松原由美様を招いて研究会を行った。
わが国の子どもの貧困問題、財源負担のあり方における雇用者の課題、格差社会の進行、

無縁死やひきこもりの増加など社会環境のデータに基づく実情と、それらに対する社会福
祉法人の存在意義や役割について学び、一方、社会福祉法人の経営基盤の強化とクラウドフ
ァンディングなど新たな財源を例に社会福祉法人のファイナンスリテラシーについて広く
学ぶ機会となった。
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ⅥⅥ．．地地域域共共生生社社会会をを目目指指すす地地域域づづくくりりとと社社会会福福祉祉法法人人のの役役割割

１．重層的支援体制における支援と社会福祉法人に期待する役割
地域共生社会の実現に向けて、令和２年６月社会福祉法が改正され、従来の縦割りで行わ

れてきた福祉サービスのあり方を変革する「重層的支援体制整備事業」が市町村により実施
される。本テーマで厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長の宇野禎晃様を招いて研究会を行
った。
本事業はアウトリーチや断らない相談により多様な地域課題が把握され、当該ケースが

専門職と出会うことにより参加を通じた社会との繋がりが実現し、ひいては地域づくりへ
と展開していくことで地域共生社会の構築が推進されることを目指す事業である（図１）。
例えば高齢分野を例にとれば、断らない相談機能は地域包括支援センター（以下、包括）

が中核的な位置づけと想定されるが、小規模多機能型居宅介護事業のように２４時間
日のサービスで小学校区など包括に比して小さな領域を担当している事業所などが包括の
ブランチとして地域の多様な課題を把握することが具体的かつ有効な重層的支援事業を担
う可能性がある。そこで高齢分野以外の地域課題に直面した場合に、他の福祉分野との顔の
見えるネットワークを構築しておくことで本事業の目的を達することができる可能性を学
ぶことができた（図２）。

２．社会福祉法人の経営のあり方
複数の社会福祉法人が連携して共同事業を行うことの意義、制度化された社会福祉連携

推進法人による業務ごとの具体的課題、そして社会福祉法人をとりまく環境と経営のあり
方などについて、早稲田大学准教授の松原由美様を招いて研究会を行った。
わが国の子どもの貧困問題、財源負担のあり方における雇用者の課題、格差社会の進行、

無縁死やひきこもりの増加など社会環境のデータに基づく実情と、それらに対する社会福
祉法人の存在意義や役割について学び、一方、社会福祉法人の経営基盤の強化とクラウドフ
ァンディングなど新たな財源を例に社会福祉法人のファイナンスリテラシーについて広く
学ぶ機会となった。

図

図２
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第Ⅱ章　地域共生社会創出委員会
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ROKUSHINKAI

施設周辺ハザードマップ 土砂災害リスク

8

ROKUSHINKAI

7

ROKUSHINKAI

6

愛
知
川

愛荘町東近江市
五個荘

近江八幡市
安土

東近江市
能登川

東近江市
八日市

ROKUSHINKAI

六心会の背後 きぬがさ山

西国三十三所観音巡礼 第32番札所がある（観音正寺）

5

近江、特に湖東エリアは街道沿いということから、

中世以降主戦場となることが多かった。

特に室町～戦国時代は合戦の絶えない土地であった

戦国ファンには
垂涎もの

ROKUSHINKAI

4

東海道新幹線

JRびわ湖線

国道8号線
旧中山道

えちがわ
愛知川

六心会

東近江市は、東近江市は、
東海道新幹線、国道、新幹線、国道、JRJRJRなどの東海道新幹線、国道、新幹線、国道、JRJRJR
幹線が並行して走り、幹線が並行して走り、
愛知川が交差する地点に位置している

ROKUSHINKAI

3

京北

ROKUSHINKAI

本日の内容

1. 六心会清水苑の立地とこれまでの降雨

2. 地域との連携

3. 清水苑ＢＣＰ検討会議の発足

2

ROKUSHINKAIROKUSHINKAI

実践報告
社会福祉法人六心会清水苑の場合（水害編）

六心会 法人本部 総務課長

木村 之晴

滋老協 災害・ 感染症対策委員会研修会
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ROKUSHINKAI

16

2021/8/142021
10
2021
1010：
2021/8/1420212021
1010：：59101010：595959
施設に隣接する神社前する神社前 川、施設に隣接する神社前
消防団と民生委員

ROKUSHINKAI

15

2021/8/142021/8/14
13:1413:14
施設に隣接する公園が冠水

ROKUSHINKAI

14

2021/8/14

9:07

2021/8/14

11:01

ROKUSHINKAI

13

2021/8/14

12:44

冠水が一番厳しかった時間帯、
路地と川の境目が分からない状況、
歩行はかなり危険な時間帯だった。

施設敷地はグランドレベルが
高くなっており、
この付近が冠水の最高位

ROKUSHINKAI

12

令和3（2021）年8月14日

ROKUSHINKAI

平成25（2013）年 台風18号

11

ROKUSHINKAI

10

ROKUSHINKAI

施設周辺ハザードマップ 愛知川洪水浸水想定

9
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ROKUSHINKAI

マイタイムラインとは

24

ROKUSHINKAI

23

ROKUSHINKAI

フィールドワーク

２０２０年初秋

自治会内の河川、裏山を見て歩く。

災害の歴史を確認する。

自治会役員、民生委員、きぬがさ・清水苑関係者

目的……

①地理イメージの共有（山傾斜、河川幅員・深さ、土地高低）

②危険箇所の共有、避難路の確認

（道路の幅員、塀の倒壊危険、畑や河川との境界段差等）

③地名・建物名称の確認（河川名・谷名・お堂等の名称）

22

ROKUSHINKAI

21

ROKUSHINKAI

五個荘川並町防災連携会議 Ｒ２（2020）8．6～

⚫目的……小地域で防災連携を強化する。自治会・施設関係者で情報共有・情報交

換、平時に顔の見える関係を構築し有事に備える。

⚫地元自治会正副会長、養護老人ホームきぬがさ、清水苑 全７名

⚫隔月開催

⚫非常（災害）時にかかる関係機関の連絡、相談先を共有しておく。(警察、消防、市

役所、水道関係、電気関係…)

⚫ハザードマップ確認、土砂災害リスク、洪水リスク、要配慮者個別避難確保の検討

20

ROKUSHINKAI

【補足】

2018年、施設に隣接する土地が、宅地開発され30軒ほどの戸建て住宅地として造成された。

開発以前は畑だったので雨水は浸潤して吸収されていたが、

開発以降は、低い降水量でも淵ヶ井への流入が増加し、結果水位が上昇する傾向にある。

19

雨水
調整池

清水苑

ROKUSHINKAI

18

2021/8/142021
10
2021
1010：
2021/8/1420212021
1010：：49

ROKUSHINKAI

101010：494949
施設に隣接する神社、住宅付近

ROKUSHINKAI

17

2021/8/142021
10
2021
1010：
2021/8/1420212021
1010：：46101010：464646
施設に隣接する神社、住宅付近
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ROKUSHINKAI

第1回会議 まとめ（後藤先生）

32

ROKUSHINKAI

31

ROKUSHINKAI

30

ROKUSHINKAI

29

ROKUSHINKAI

第1回 令和3（2021）年11月15日

28

ROKUSHINKAI

名簿（第１回）

氏名 所属等

1堤 洋三 六心会理事長（施設長）

2木村 之晴 六心会法人本部総務課長

3奥村 昭 六心会法人本部地域支援担当（滋賀県社会福祉士会会長）

4中村 嘉伸 清水苑生活相談員・介護主任

5小池 奈緒美 清水苑看護副主任

6有友 義博 六心会法人本部総務課設備担当

7森田 詩穂 清水苑管理栄養士

8吉田 真知 清水苑管理栄養士

9松澤 清司 清水苑デイサービスセンター主任

10小辰 京子( コタツ) 清水苑居宅介護支援センター所長

11吉川 正之 様 五個荘川並町自治会長

12川島 幸夫 様 五個荘川並町副自治会長（防災士）

13後藤 至功 様 佛教大学 専門職キャリアサポートセンター実習指導講師

14生田 雄 様 レーベンはとがひら施設長 滋老協災害・感染症対策委員会委
員長

15豆村 祐樹 様 近老協事務局、大阪府社会福祉協議会施設福祉部

16香西( カニシ) 里江子 様 近老協事務局、大阪府社会福祉協議会施設福祉部

17中井 基弘 様 東近江市総務部防災危機管理課係長

18羽根 飛鳥 様 東近江市総務部防災危機管理課

19松本 良恵 様 東近江市健康福祉部長寿福祉課課長補佐

20村田 明 様 東近江市健康福祉部長寿福祉課

27

施設職員（入所・通所）

自治会役員

研究者・団体関係者

自治体

ROKUSHINKAI

清水苑ＢＣＰ検討会議

第1回 令和3（2021）年11月15日

第2回 〃 12月７日

第3回 令和４（２０２２）年１月１２日

年度末までに全体フレームの策定を目指す

【下記を念頭に進める】
想定災害 水害（土砂災害）愛知川氾濫

季節 秋

時間帯 日中

対象事業 入所、通所

26

ROKUSHINKAI

25

ハザードマップを囲む、水没箇所の共有

土のうステーションについて
自治会に今後設置予定
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ROKUSHINKAI

40

リスク把握②•• 神社方向からの高圧架線が倒木等により断裂の恐れ

ROKUSHINKAI

39

リスク把握②•• 20202020夏豪雨時周辺浸水
•
202020202020夏豪雨時周辺浸水夏豪雨時周辺浸水夏豪雨時周辺浸水2020

••• きぬがさ山の急傾斜からの土砂流入、倒木の恐れ
•
きぬがさ山の急傾斜かきぬがさ山の急傾斜かきぬがさ山の急傾斜からの土砂流入、倒木の恐れきぬがさ山の急傾斜か

••• 高圧受電設備への浸水等
•
高圧受電設備への浸水等高圧受電設備への浸水等高圧受電設備への浸水等高圧受電設備への浸水等

••• 駐車場からの経路遮断（職員が車を出せない）

ROKUSHINKAI

38

同法人の施設へ避難可能か同法人の施設へ避難可能か
•
同法人の施設へ避難可能か同法人の施設へ避難可能か
•• 経路に要注意箇所３箇所
•
経路に要注経路に要注経路に要注

••• 2021
経路に要注意箇所３箇所経路に要注
20212021夏豪雨で道路へ土砂等202120212021夏豪雨で道路へ土砂等夏豪雨で道路へ土砂等
流出確認

•
流出確認流出確認

•• 同法人施設への避難は現実的同法人施設への避難は同法人施設への避難は
でない

2021/08/14

2021.8.14

山林から土砂が
路面へ流出

2021.8.14

法面、一部崩落

2021.8.14

新幹線高架下、
一部冠水

2021.8.14

調整池冠水
30～40cm

ROKUSHINKAI

37

小地域の標高を調べる
•
小地域の標高を調べる小地域の標高を調べる
••施設敷地が地域よりも
小地域の標高を調べる
施設敷地が地域よりも施設敷地が地域よりも6060㎝高い

•
施設敷地が地域よりも施設敷地が地域よりも施設敷地が地域よりも

•••きぬがさより
施設敷地が地域よりも施設敷地が地域よりも
きぬがさよりきぬがさより1m
施設敷地が地域よりも施設敷地が地域よりも60施設敷地が地域よりも

1m1m低い
•
きぬがさよりきぬがさよりきぬがさより1m1m1m低い低いきぬがさより

•••福應寺が１ｍ低い
•
福應寺が１福應寺が１ｍ低い福應寺が１

•••同町琵琶湖側外れは２ｍ低い

清水苑
107.8ｍ

国道
110.5ｍ

川並町北端
105.6ｍ

前道路
107.2ｍ

福應寺
106.7ｍ

ROKUSHINKAI

36

地域の標高を調べる
•
地域の標高を調べる地域の標高を調べる
••八日市から１０ｍ低い
•
八日市八日市から１０ｍ低い八日市

•••愛知川水面から５ｍ低い
•
愛知川水面か愛知川水面から５ｍ低い愛知川水面か

•••国道８号線から３ｍ低い

地域の標高を調べる

リスク把握①

愛知川
113.1ｍ

八日市
122．5ｍ

清水苑
107.8ｍ

能登川駅
89．9ｍ

ROKUSHINKAIROKUSHINKAI

【清水苑】 警戒レベル別対応マニュアル Ver.2021年12月

災害が落ち着き移動可能になれば、被害状況に応じ
て２次避難所（五個荘小学校）に避難する

全利用者・職員が施設内の安全エリアに避難する

・各グループフロアまたはデイフロア

もみじ通り、あじさい通りの居室利用者を安全エリ
アに移動（各フロア、デイフロア）

非常食・飲料水、毛布を倉庫からデイフロアに移動
させる

必要備品を運び出す準備（食料等）

施設長・課長・各主任が出勤する

必要備品を運び出す準備（書類等：利用者情報等）

【厨房スタッフ】ガス栓（元栓）を止める

警戒レベルに応じた動き

自治体の発令を確認しながらも、タイムラグが生自治体の発令を確認し自治体の発令を確認しながらも、タイムラグが生
じるので、目視による淵ヶ井水位と背後山林のじじるので、目視による淵ヶ井水位と背後山林のるので、目視による淵ヶ井水位と背後山林の
状況により、避難行動を判断する

自治体の発令を確認し自治体の発令を確認し
じるので、目視による淵ヶ井水位と背後山林の

ROKUSHINKAI

34

ROKUSHINKAI

33
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ROKUSHINKAI

ご清聴、ありがとうございました。

46

ROKUSHINKAI

今後

⚫愛知川の洪水浸水想定
⚫初動期の動き整理

✓安全確保
✓対策本部設置（指示命令系統の確立）
✓安否確認……館内利用者・職員、館外職員
✓館内安全ゾーンへの移動
✓館内職員各部署の対応

✓介護・看護関係、食事関係、通所、事務系
✓情報収集（建物被害等）
✓通所・ショート 利用者の引き渡し等
✓自治会・外部機関との連携
✓館外避難……地域の福祉施設と連携協議

⚫マニュアルに落とし込む
⚫訓練実施

45

ROKUSHINKAI

避難場所（施設外）の検討

44

・同じ町内にある障害者施設
（別法人）への移動
・土砂災害リスク時に想定
・移動手段（福祉車両がある
）

・同法人の老健・地域密着特養への移動
・移動道中に浸水リスクがある
・移動手段（福祉車両がある））

今後、両施設で協力し合
える体制をつくりたい
（別法人との協力体制）

ROKUSHINKAI

施設内での避難移動

43

ROKUSHINKAI

施設内移動

施設内移動

ROKUSHINKAI

災害種別 準備品・備品 一覧
№ 台風・水害 品名 品種・大きさ 数量 単価 合計 使用箇所 備考 符号

1 台風・水害 土のう 10㎏/1袋 100 土砂等流入想定箇所 屋外ケースで保管 W-1

2 台風・水害 ウエス バスタオル(古) 50 土のう・サッシ隙間敷設 土のう同一場所で保管 W-2

3 台風・水害 ラバーモップ 大・中 10 土砂流入・漏水後清掃用 W-3

4 地震 バール 中・大 2セット 物品保管場所の扉を開けるため使用 2箇所程度に分けて保管 E-1

5 地震 角材 100×100×300L 5 バール使用時の補助具 E-2

6 地震 養生テープ 50m幅 20巻 ガラス破損部の応急処置など E-3

7 地震 コンパネ 900×450×4t 10枚 ガラス破損部の応急処置など プラベニで代用可 E-5

8 停電 ポータブル電源 500～1000ｗh程度 5 事務所・各ステーションに常設 発電機から充電可能 P-1

9 停電 電源ドラム 30m 3 発電機から屋内への送電 P-2

10 停電 延長線 20m 8 ドラムから投光器などへの送電 P-3

11 停電 LEDクリップライト LED電球投光器 10 ホール等の照明 P-4

12 停電 ディーゼル発電機1 容量3KVA程度 1 一般100V取出し・ポータブル電源充電 軽油は保管量200L未満可能 P-5

※ 三相200V発電機は空調を使用する場合は大型発電機になるため、災害時の空調は使用しない事とする。

その場合施設側で必要な三相200Vは加圧給水ポンプと厨房冷凍庫・一部の照明器具(さくら吹抜け)のみとなるため、必要性の可否を検討要。

13 停電 キュービクル
数年後の設備更新時に基
礎かさ上げと外部からの発
電入力対応の機器に更新

受電設備

※ 中型発電機接続用端子付き

※ 館内ブレーカーにて使用制限し、必要な部分に送電可能。

※ 大型発電機を導入するより汎用性が高い

14 共通 防災倉庫 2～3坪程度 1 土砂流入の可能性が低い箇所 台風対策必要 C-1

15 共通 井戸ポンプ 浅井戸 1 奥緑地 奥駐車場融雪利用可能 C-2

16 共通 家庭用扇風機 12 夏季停電時使用分 C-3

17 共通 芯式石油ストーブ 電源の要らないタイプ 12 冬季停電時使用分 灯油・軽油合わせて200L未満 C-4

18 共通 台車 大型 2 重量物運搬 C-5

19 共通 紙の食器・コップ 適 食器が洗浄出来ないので使い捨て C-6

20 共通 ラップ 大・中 適 食器の汚れ防止用 C-7

21 共通 ブルーシート 大・中 適 C-8

22 共通 充電式チェーンソー DC18V 1 倒木除去用 C-942

ROKUSHINKAI
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土嚢の設置場所想定土嚢の設置場所想定
•
土嚢の設置場所想定土嚢の設置場所想定
•• 本館
•
本館本館本館

••• 高圧受電設備
•
高圧受電設備高圧受電設備高圧受電設備

••• 米穀倉庫
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“いま”介護事業者は、急速な介護需要の増加と、介護人材の不足に対処しつつ、
サービスの質を維持・向上させるという難局に立たされており、業界内で対処が進められている。

1.介護現場を取り巻く事業環境｜介護業界の課題

業界（サービス特性上）として
そもそも人手の割合高い

介護職員のそもそもの
ICTリテラシーの低さ

要介護者は今後も増加
（需要面）

が、一方で人手不足
（供給面）

そもそも業務標準化が不十分（臨機応変さ
が求められるため、画一化しにくい面もある

が）

予防・要介護度を悪化させない、データ活用の
必要性

（科学的介護）

他業界と比較して、
給与水準が低い

喫緊の課題としての
業務の効率化

（人手不足対応）
が必須

業務効率化の際に、
合わせて

サービスの質を高める
必要がある

周辺分野との連携の
必要性（医療との連携、家族との連携、その

他）

紙媒体の多さ
（請求、記録）

「仕事がきつい」、「勤務時間が安定しない」
労働環境

電子化、システム化が
されていない

課題事業環境/業界特有の問題事象

地方自治体ごとに
異なる書類フォーマット

底上げ

医療・介護連携の必要性
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介護職員数は増加しているが、必要な介護人材数に及ばない現状が続いている。
需給ギャップは、2020～2025年で倍の大きさになると推察され、今後も拡大していく見込み。

1.介護現場を取り巻く事業環境｜問題認識｜供給面 介護職員数の需給ギャップ

◼ 都道府県が推計した介護人材の需要を見ると、2025年度末には約245万人が必要
◼ 2016年度の約190万人から、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要がある

出所）厚生労働省「第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」（平成30年5月）

介護人材の需給ギャップの現状と将来予測

5Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

介護需要が高まる後期高齢者の比率は、今後2060年まで継続して伸び続ける。
直近の2020年～25年の増加率は今後も、過去にも例を見ない急増を遂げることとなる。

1.介護現場を取り巻く事業環境｜問題認識
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介護現場を取り巻く事業環境01

生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化02

介護業界におけるデジタル化の胎動03

介護の未来～エビデンスベースド・ケア～04

目次

介護予防領域のデジタル化05
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デジタル化の進展は、AI・遠隔モニタリング技術の市場導入をもたらしており、医療・介護現場
でのICT/IoTの普及や、Digital Medicine、プログラム医療機器の活用に発展しうる。

はじめに｜デジタルヘルス将来展望｜中長期の方向性

患者

スマホ ウェアラブル
デバイス

血糖値や血圧
などのデータ

重症化予防、
アドバイス、
受診勧奨

診療所

AI

• AIによる医師の診断支援、
モニタリング、異常検知
⇒患者の重症化予防への
貢献度向上

病院

AI

• 患者情報の共有による効率的な治療
⇒軽症患者は診療所に任せ、より重症
な患者に特化

地域医療連携システム
介護施設

• AIを用いたケアプランの作成
• IoTを用いた業務効率化
⇒最適化された介護サービスの
提供

地域完結型医療の実現 医療・介護サービス費の適正化医療・介護資源の有効活用

ヘルスケアのデジタル化・ICT化がもたらす期待効果
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スマホ・ウェアラブルデバイス等の普及により過去10年で医療・介護現場におけるデジタル化に
くわえ、健康増進サービスのデジタル化も飛躍的に進展した。

はじめに｜デジタルヘルス将来展望｜中長期の方向性

医療・介護現場で起こるデジタル化がもたらす健康増進・健康寿命の延伸

患者と医師をつなぐデバイスが一家に一台普及、
自宅にいながら遠隔で診断・治療が可能に

診
療
所

病
院

自宅・
介護施設

予防 診断・治療 予後

電子カルテデータ等がデータプラットフォーム上で
集約・共有され、重複投与や重複検査を回避

センサーを駆使した服薬
管理により、服薬忘れの
改善などが進む

ウェアラブルデバイスやIoT
センサーで健康関連データ
を可視化
→早期予防の実現

AIによるケアプラン作成により質を評
価した介護サービスの提供へ

健康関連データの可視化により
介護現場の業務効率化を実現

（例）トイレ後付け型排
泄物自動分析装置

遠隔診療
（例）聴診器型
遠隔対応デバイス 自動ケアプラン作成

電子カルテデータ
などを集約

データプラットフォーム

医療機関から
アクセス パッチ型センサーで薬の

服用を検出

スマホなどで医療従
事者が管理

病院はより高度な医療を
提供する場へ

AI

最適サービス量計算・予後予測

医
療
機
関
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⚫ 在宅医療・介護連携、自立支援・重症化予防、介護予防

⚫ オンライン診療・デジタルヘルス全般
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⚫ 医療機関のスマートホスピタル化構想戦略（医療機関、2019年）

講師紹介

第39回京都地域包括ケア事業研究会
介護サービスの本質を見失わないデジタル化の可能性と人材育成
－研修会資料－

2022年3月26日

ヘルスケア・サービスコンサルティング部
プリンシパル
横内 瑛
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

株式会社野村総合研究所
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現場業務の観察を通じ、自事業所における業務運営を俯瞰的に整理することが可能。
生産性向上に向けた取り組みは下記の７項目に整理されている。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜生産性向上の７つの取組

※上記は、定性・定量的評価の項目案である

生産性向上の7つの取組

①職場環境の
整備

②業務の明確化
と役割分担

⑤情報共有の
工夫

⑥OJTの仕組み
づくり

③手順書の作成

④記録・報告様
式の工夫

⑦理念・行動指
針の徹底

5Sの視点で安全な介護環境と働きやすい
職場を整備する。

業務の明確化と役割分担の見直しにより、
ムリ・ムダ・ムラ（３M）を削減して、マスター
ラインを再構築する。

ICT等を用いて転記作業の削減、一斉同時
配信による報告申し送りの効率化、情報共
有のタイムラグを解消する。

日常業務を通じた人材育成の仕組みをつく
る。職員の専門性を高め、リーダーを育成す
るため、教育内容の統一と指導方法の標
準化を図る。

理念やビジョンを基に職員の経験値、知識
を可視化・標準化することで、若手を含めた
職員全体の熟練度を要請する道筋を作る。

項目の見直しやレイアウトの工夫等により、
情報を読み解きやすくする。

組織の理念や行動指針に基づいて、自律
的な行動がとれる職員を育成する。

記録業務の効率化

✓ 一般的な介護事業所の業務全体の14%を占める
✓ 紙媒体で行われることが多い。
✓ 紙に書いた内容を再度請求システムに打ち込むなど、

二重作業が発生している。

✓ スマートフォンアプリ等を活用して簡易化可能。
✓ 記録内容がそのまま請求上も反映されるようなシ

ステムを用い、二重作業を削減することも可能。

介護事業所においては、主に記録業務の負荷が高いことから、この点をDXなどで効率化するだ
けでも生産性は飛躍的に向上する。
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介護業務にかける処理時間については、サービスの質の低下を毀損する可能性への指摘もあ
り、業界団体・有識者の間でも具体的なベンチマークに係る議論は回避されてきた。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜介護業務の処理時間の測定のノウハウとベンチマーク

業務課題把握ツールでは、利用者の直接のケアに当
たっていない間接業務に的を絞り、介護職の勤務実態
における要改善箇所・振り返りを促すことを第一の目的
とする。所要時間も重要な観察要素のひとつである。

業務中のムダ・重点項目など
自己の業務上の特徴を知る

直接ケアの提供以外にも、利用者の身体的状況、生活
環境の変化など、現場での気づきを得るための観察力
の養成、所要時間の意識付けなど、ツール活用を通じ
た教育的効果を与えることをも重視する

直接ケアの事前事後で観察
すべき点、留意すべき業務要
件を守れているかを知る

間接的業務（事前） 直接的なケア 間接的業務（事後）

重要だが疎かにされている業務

重要ではないが時間・手間を要する業務

現行のまま提供されるべき業務

業務上の観察観点・留意事項

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

間接業務のメリハリをつけつつ、観察を通じた気づく力の習得
を短期間で獲得することが重要。

期待成果① 期待成果②
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生産性向上の目的として、直接的なケア以外の間接業務の時間を削減することが挙げられる
ため、業務区分を直接業務と間接業務を分けた上で、ICT機器導入の効果が図れるよう各
施設の業務形態や導入機器に合わせて区分を調整する。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜生産性向上に向けた課題発掘と対応

第一階層 第二階層 第三階層
直接業務 直接業務 直接業務A

間接業務 ケア準備 利用者情報の事前確認B

間接業務 ケア準備 準備作業C

間接業務 移動・訪問 移動・訪問（利用者宅へ/利用者宅から）D

間接業務 移動・訪問 移動・訪問（利用者宅以外）E

間接業務 文書作成・記録 文書作成・記録F

間接業務 事業所内職員とのコミュニケーション 事業所内職員とのコミュニケーションG
間接業務 外部事業所とのコミュニケーション 外部事業所とのコミュニケーションH
間接業務 利用者・家族への連絡 利用者・家族への連絡I

間接業務 人員配置 シフト作成・シフト調整J

間接業務 職場環境整備 後片付けＡ
間接業務 職場環境整備 後片付けＢ
間接業務 職場環境整備 後片付けC
間接業務 職場環境整備 後片付けD
間接業務 職場環境整備 後片付けE
間接業務 職場環境整備 後片付けＦ
間接業務 職場環境整備 後片付けG
間接業務 職場環境整備 後片付けH
間接業務 職場環境整備 後片付けI
間接業務 職場環境整備 後片付けＪ

時間計測のための業務区分の例

利用者宅から）D

移動・訪問（利用者宅以外）E

文書作成・記録F

事業所内職員とのコミュニケーション
外部事業所とのコミュニケーション
利用者・家族への連絡
シフト作成・シフト調整
後片付け

職場環境整備
職場環境整備
職場環境整備

間接業務 職場環境整備
間接業務 職場環境整備
間接業務 職場環境整備
間接業務

ケアに直接関係する
業務時間や内容

ケアに直接関係しない
業務時間や内容

人材育成
の時間

取組前

取組後

取組後

取組前

業務改善活動

業務改善活動

〔業務時間や内容の相対割合〕

〔業務時間量〕
終業予定時間

業務の質を高めた成果イメージ

効率化した成果イメージ
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介護サービスの生産性向上の捉え方。直接的なケアと間接的業務に切り分けて考えることが
多く、間接的業務の見直しにより質と量の改善を図ろうとする取組が主流である。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜介護DX｜事業環境を取り巻く課題
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２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜総括

業務負担の軽減・業務再構築では、ICT等の活用が第一選択肢として想起されやすいが、
これらは解決策の一部である。環境整備・コミュニケーションの工夫など、

オーソドックスな手法でも十分に現場改善は十分に可能なためICT投資には吟味が必要

Input

Output

生産性

デバイス
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

AI
IoT
RPA

システム導入
ロボット
・・・

など

3M・5S
TQM
PDCA
OODA

データ分析
見える化

業務改善施策
・・・

など

ハード面 ソフト面

生産性向上施策

オーソドックスな手法
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介護現場を取り巻く事業環境01

生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化02

介護業界におけるデジタル化の胎動03

介護の未来～エビデンスベースド・ケア～04

介護予防領域のデジタル化05
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介護サービスの生産性向上にあたっては、5Sや3Mの削減以外にも、
業務の特徴に応じ下記のような効率化の方法やそれを実現するための工夫が考えられる。

1.介護現場を取り巻く事業環境｜サービス事例の概要

介護サービスにおける効率化の例

記録業務の効率化 排泄支援の負担軽減

定期巡回の負担軽減

介護サービスにおける生産性向上実現のための工夫の例

効率化に伴う効果の可視化

✓ 紙媒体で行われることが多い。
✓ 紙に書いた内容を再度請求システムに打ち込む

など、二重作業が発生している。

✓ 排泄有無にかかわらず定期的にトイレに行かせ
るため、肉体的・時間的負担が大きい。

✓ ベッドセンサー等を併用して異常を察知する。
✓ 利用者の状態に応じて巡回の頻度や内容を

変えることで負担を軽減する。

✓ スマートフォンアプリ等を活用して簡易化する。
✓ 記録内容がそのまま請求上も反映されるような

システムを用い、二重作業を削減する。

✓ センサーを用いて排泄のタイミングを察知し、定
期的な補助から必要に応じた補助にする。

✓ 夜間の巡回のための人員配置が必要になる。
複数フロアに渡る場合などは1回の負担も大き
い。

✓ 経営者がコストに敏感であるため、なかなか改革に乗り出さない。
✓ 現場職員がオペレーションの変更を嫌がり、反発する。

✓ 費用対効果を明示することで、投資判断を後押しする。
✓ 工数削減や手間の削減など、他の事例等でどれだけの効果があったかを

示すことで積極的な参加を促す。

システムを活用した一貫した請求事務

✓ 既存の効率化サービスは、目の前の業務の効率化にはつながっているが、
抜本的に人の手を介して実施することがムダな業務も多い

✓ システムの活用により、同一作業を繰り返していたり、似たような事務処理
を実施することが多い。

✓ システムの活用により、一度のボタン操作で、保険請求までの事務を自動
化するなど、本質的な介護サービスにあてられる時間を増やす。
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最終的に本業務では、約３訪問程度のお打合せの場を持ちつつ、ツール導入による業務の
全体最適化の効果と、今後の業務のあるべき姿について各施設に対する提言を行う。

1.介護現場を取り巻く事業環境｜生産性向上に向けた課題発掘と対応

介護職員がツール導入の前後で感じる課題・論点の把握方針
• ICT機器導入の前後で、業務別に感じている課題意識・業務負荷の程度を把握することで、ICT機器類の導入により解消された課題と
新たに表出した課題とを分けて把握する。
• ICT機器導入に際しては、一過性の業務負荷が生じることもあるため、そのような新しいツールに対するアレルギー反応は差し引く等、慣れ
ることで解消される課題や負荷の存在も意識しつつ、課題・論点の把握を進める。
•最終的には、把握された論点・課題に対する効果的な解決策を検討することとする。
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介護現場の生産性向上は、業務負担の軽減・業務再構築を以って、
初めて現場浸透する形が実現されるとNRIは認識している。具体的な効果は下記のとおり。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜ 3.1.3 ICT機器導入を通じた業務改善の助言

介護の質の向上

介護職員・利用者同士のコミュニケーション向上

利用者と向き合う時間の確保
業務負担軽減・
業務再構築の目的

介護業務の身体的・心理的
負荷を軽減し、働きやすい
職場づくりを支援する

間接的業務（NCT）を削減し、
直接的な介護（CT）の確保
を実現する

忙殺され疎かになりがちな介護職
員・利用者同士の交流を深め、助
け合える職場づくりを支援する。

現時点における介護分野の業務負担軽減・業務再構築を推進する目的
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第一回介護現場革新会議での検討経緯を踏まえれば、業務改善、介護の魅力発信、人材
確保・育成の３つの重点取組課題が伺える。ICT等のソリューション活用は、一部業務の効率
化で実現されるものではなく、システム全体の中でデザインされる必要がある。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜介護現場が取り組むべき課題

1.業務改善

業務仕分け

•課題や取組成果の見える化
⇒職員の作業姿勢や利用者の自立度の分析 など

•業務の標準化
⇒ICTや介護ロボット導入に伴う運用ルール、マニュアルの整備 など

専門性の見定め
介護助手

•業務の切り出し、事業所とのマッチング
•職場体験等の実施 など

ロボット・
ＩＣＴの活用

•介護ロボット使用の実践
• フォーラム等の開催
•経済面・ノウハウ面での導入支援 など

その他
•元気高齢者の活用事例、新しい取組・活躍の場の創出
•地域資源として介護を必要としない元気高齢者による介護予防活動（通いの場）、介護助手（ボランティア）
•移動（外出）支援・買い物支援・居住支援の実施 など

2.介護の魅力発信
•革新された介護現場について学生や広く一般向けにも周知
•休眠資源（人材）の掘り起こし
•福祉総合フェア（就職フェア、機器展等）の実施
•中・高生の就業体験、小中高生による作文コンクール など

3.人材確保・育成
•休眠資源（人材）の掘り起こし
•福祉・介護職員のリーダー育成に向けた研修
•定期的な研修会等の実施
•研修受講時の代替職員の派遣 など

弊社の考えるパイロット事業における取組課題・テーマ案
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現場で自ら生産性向上に取り組むためのツールも作成されている。
２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜厚生労働省による生産性向上に向けた取組のご紹介

使用
ツール 課題把握ツール 業務時間

見える化ツール

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

スタッフA

スタッフB

スタッフC

スタッフD

スタッフE

スタッフF

スタッフG

スタッフH

サービス 利用者宅移動 その他の移動 介護記録 日報作成

会議 その他

• ワークショップ
の実施

• 課題分析シート
の記入

取組
ステップ

準備

Che
ck

P
l
a
n

課
題
分
析

方
針
決
定

Do
(活動の
実施)

現
状
把
握

課
題
抽
出

見
え
る
化

Action

各取組ステップの
具体的内容

e-ラーニングツールで改善
活動の準備をしよう

e-ラーニングツールの
閲覧で、改善活動に対する

意欲を高める。

課題把握シートと業務時
間見える化ツールで現場
の課題を見える化しよう

「課題把握シート」を使い
課題を見える化し、取り組
む課題を洗い出す。また
「業務時間見える化ツー
ル」で業務を定量的に把握

する。

ワークショップを通じて実
行計画を立てよう

解決する課題を絞り込み、
ワークショップで考えられ
る取組を出し合いながら課
題解決までの道筋を描く。

実行計画に基づいて改善
活動に取り組もう

類似する事例動画を参考に
しながら、改善活動のゴー
ルイメージを描き、その達
成のために必要なプロセス
とメンバーの役割、スケ
ジュールを進捗管理シート
で共有する。
活動中も進捗管理シートを
振り返りながら、進捗状況
に合わせて適宜計画を修正
していく。

している 一部している していない

1 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえ、目標を明記した事業計画を策定
しているか ✓ ←回答が重複しています

2 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画の実施状況について、
一定期間の後、振り返り・評価しているか ✓

3

利用者・家族から、施設・事業所内のサービスの提供状況について定期的に
評価・苦情等を受ける仕組み（利用者満足度調査、意見箱の設置、管理者に
よる聞き取り調査等）を整備しているか

✓
4

施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画について、承認、
モニタリング、課題解決策の検討を推進する会議体（運営会議など）を
設置しているか

✓
5 業務改善活動について、計画、承認、モニタリング、課題解決策の検討を推進
する会議体（委員会・ワーキンググループ等）を設置しているか ✓

6 事業所の理念・基本方針について、職員に理解・浸透させているか ✓
7

職員の業務改善活動（ICT機器・ロボットの活用等）を継続的に推進するために、
事業所内の職員向け研修の年間計画の内容に盛り込み、計画通りに実施
しているか

✓
8 事業所内の業務量と職員の稼働状況を把握した上で、適切な人員配置・シフトを検
討しているか ✓

9 職員が休憩を十分確保することや、職員の残業時間を低減することを意識した
マネジメントしているか ✓

10 職員のシフト作成に時間をかけない対策（自動作成ソフトの活用など）しているか ✓
11 送迎ルート・訪問ルートの作成に時間をかけない対策（自動ソフトの活用など）を実施しているか ✓
12 事業所内が常に整理整頓しているか ✓
13 事業所内で物品管理を徹底しているか ✓

対応の実施

事業所管理

理念・基本方針を
踏まえた

事業計画の策定と
評価に基づく
サービスの改善

事業計画の
策定

遂行体制

計画的な人材配置

人材の配置と体制整備

職場環境整備

大項目 中項目 小項目 # 課題把握の視点

している 一部している していない

1 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえ、目標を明記した事業計画を策定
しているか ✓ ←回答が重複しています

2 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画の実施状況について、
一定期間の後、振り返り・評価しているか ✓

3

利用者・家族から、施設・事業所内のサービスの提供状況について定期的に
評価・苦情等を受ける仕組み（利用者満足度調査、意見箱の設置、管理者に
よる聞き取り調査等）を整備しているか

✓
4

施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画について、承認、
モニタリング、課題解決策の検討を推進する会議体（運営会議など）を
設置しているか

✓
5 業務改善活動について、計画、承認、モニタリング、課題解決策の検討を推進
する会議体（委員会・ワーキンググループ等）を設置しているか ✓

6 事業所の理念・基本方針について、職員に理解・浸透させているか ✓
7

職員の業務改善活動（ICT機器・ロボットの活用等）を継続的に推進するために、
事業所内の職員向け研修の年間計画の内容に盛り込み、計画通りに実施
しているか

✓
8 事業所内の業務量と職員の稼働状況を把握した上で、適切な人員配置・シフトを検
討しているか ✓

9 職員が休憩を十分確保することや、職員の残業時間を低減することを意識した
マネジメントしているか ✓

10 職員のシフト作成に時間をかけない対策（自動作成ソフトの活用など）しているか ✓
11 送迎ルート・訪問ルートの作成に時間をかけない対策（自動ソフトの活用など）を実施しているか ✓
12 事業所内が常に整理整頓しているか ✓
13 事業所内で物品管理を徹底しているか ✓

対応の実施

事業所管理

理念・基本方針を
踏まえた

事業計画の策定と
評価に基づく
サービスの改善

事業計画の
策定

遂行体制

計画的な人材配置

人材の配置と体制整備

職場環境整備

大項目 中項目 小項目 # 課題把握の視点

• 課題把握シー
トの記入 • 業務時間の測定

課題 1) 課題 2) 課題 3)

改改善善すするる課課題題
利用者に関する申し送り事項の

共有に漏れがある
記録作成に転記作業が生じている

利用者の記録を、
必要な時に検索・閲覧することが

できていない

改改善善活活動動案案

・事業所内の連絡手段を電話から
他のツールに変える

・毎朝朝礼を開催し情報共有する
・利用者と担当者を固定する

・書類のフォーマットを減らす
・転記作業のマニュアルを作る
・ICTツールで記録を作成する

・書類の保管ルールを決める
・事業所内を整理整頓する
・紙での記録作成をやめる

実実施施すするる改改善善活活動動
事業所内の連絡手段を電話から

他のツールに変える
書類のフォーマットを減らす 事業所内を整理整頓する

課課題題解解決決のの取取りり組組みみ優優先先度度 3位 2位 1位

担担当当者者 未定 Aさん Bさん

• 改善方針シート
の記入

活動のゴール

振り返り
（改善活動実施後に記入）

実施有無

4月中旬 7日間
管理者・サ責会議の開催

（2～3回）

4月中旬 7日間
管理者・サ責会議の開催

（1回）

4月末
7日間

（準備含む）

告知準備
事業所内の掲示板に掲載
事業所内の定例会議で告知

5月中旬
5日間

（準備含む）

オリエンテーション準備
オリエンテーションの開催
事業所内の掲示板に掲載

7月初旬 45日間
事業所内の連絡手段として
チャットソフトを導入

ステップ①

ステップ②

ステップ③

ステップ④

定量的な
振り返り

業務時間に変化があったか
確認しよう 7月中旬 7日間 業務時間調査

職員の働きやすさに変化があったか
確認しよう 7月中旬 7日間 職員アンケート

ケアの質に変化があったか
確認しよう 7月下旬 14日間 ワークショップ

実行計画を
立てよう

改善活動の具体化をしよう
（改善活動のステップを書いてみよう）

改善活動の推進体制を構築しよう

事業所内で活動内容を周知しよう

改善活動開始に向けて
オリエンテーションを実施しよう

定性的な
振り返り

改善活動を実施しよう

改善活動を
振り返ろう

改善活動に
取り組もう

4月 5月 6月 7月

事業所内の連絡手段を電話から他のツールに変えることで、利用者に関する申し送り事項の漏れをなくす

■業務改善方針

■進捗管理表

期限
（いつまで終えたいか目標を記載）

所要日数
（各プロセスに必要な日数を記載）

2020年実施事項改善プロセス

• 進捗管理シート
の記入

原因 課題 影響
関係する業務
（任意回答）

関係する職種
（任意回答）

優先的に解決すべき課題
 1)

 2)

 3)

利用者に関する申し送り
事項の共有に漏れがある

記録作成に転記作業が
生じている

利用者の記録を、
必要な時に検索・
閲覧することが
できていない

新任の職員に対して
効果的なOJTを実施

できていない

職員同士が対面で集まる
機会をなかなか作れないため

申し送り事項を連絡したい
時に電話がつながらないため

利用者から「先週ヘルパー
さんに伝えたことを、今週の
ヘルパーさんが把握していな

かった」と苦情がきた

サ責が常に電話対応に追われ
ていて、スケジュール作成等

の業務に集中できない書類の種類が多いため

報告先が多いため 転記作業で残業が発生

転記ミスが発生している

利用者の家族から電話で
問い合わせを受けたときに、
すぐに記録を見ながら対応す

ることができない

書類の保管ルールが
決まっていないため

紙で記録を作成して
いるため

新人職員の成長かに
時間がかかる人手が足りていないため

情報共有

記録作成

記録閲覧

人材育成

利用者に関する申し送り事項の共有に漏れがある
記録作成に転記作業が生じている

利用者の記録を、必要な時に検索・閲覧することができていない

課題による「影響」が特に深刻なもの

「原因」を辿ると、
すぐに解決できそうなもの

• 生産性向上の背景
に関する動画の閲
覧

• 各種ツールの使い
方、ワークショッ
プの進め方などの
動画の閲覧

• 改善活動事例の進
め方に関する動画
の閲覧

e-ラーニングツー
ル

業務時間見える化ツール

e-ラーニングツール

課題把握ツール（例：課題把握シート）

Chapter.３ ツールを活用した改善活動の取組
本ガイドラインは単なる読み物ではなく、各種ツールを活
用しながら実際に介護事業所の生産性向上に取り組む
際の手順や取り組み方の詳細を紹介している。

生産性向上支援ツール一式の使用フロー
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介護現場における生産性向上の目的や手法を示すガイドラインの概要
２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜厚生労働省による生産性向上に向けた取組のご紹介

Chapter.１ 介護サービスにおける生産性向上のとらえ方

Chapter.２ 生産性向上に向けた改善活動の標準的なステップ

手順
4

Do
改善活動に
取り組もう

手順
6

Action

実行計画を
練り直そう

手順
1

準備
改善活動の
準備をしよう

手順
2

見える化
現場の課題を 見
える化しよう

手順
３

Plan
実行計画を
立てよう

手順
5

Check
改善活動を
振り返ろう

本ガイドラインは、単なる手引きとしてだけでなく、後述する生産性向上支援ツールを
活用し、以下の図で示す１～６の標準的な手順（ステップ）に沿った改善
活動への効率的な取組方法をガイドするように作成されている。

19Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

介護サービス事業（居宅サービス分）における生産性向上に資するガイドライン改訂版
２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜厚生労働省による生産性向上に向けた取組のご紹介

目
的

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

• 生産性向上に取り組む介護事業所の改善活動を支援するために、支援ツールの活用による事業所課題の抽出や、
取組内容の検討等の一連の流れを解説し、改善活動のノウハウを普及する。

• 改訂したガイドラインや支援ツールの公表を通じて、介護事業所の改善活動の横展開を支援する。

Chapter.1 介護サービスにおける生産性向上のとらえ方
介護サービスにおける生産性向上の必要性と、取り組む意義や考え方を紹介

Chapter.2 生産性向上に向けた改善活動の標準的なステップ
改善活動の進め方、具体的な手順やポイントを紹介

Chapter.3 ツールを活用した改善活動の取組
支援ツールの効果的な活用方法について、具体的な手順やポイントを紹介
－e-ラーニングツール ：ガイドラインに掲載された事例を動画で解説し、文章では読み取れない実際

の雰囲気や取組のポイントについて理解の促進を図る
－課題把握ツール ：事業所の課題の見える化や解決に向けた方針決定等を支援する
－業務時間見える化ツール ：事業所でどのように時間が使われているのかを見える化する

Chapter.4 取組事例
改善活動の参考例を取組別に紹介

18Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

厚労省事業をでは、介護事業所の生産性向上に向けたモデル実証が為され、
現場の課題感やDX化による改善施策が兼所うされた。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜介護ICT機器に関する専門性知識と導入支援実績｜関連プロジェクト実績

使用
ツール 課題把握ツール 業務時間

見える化ツール

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

スタッフA

スタッフB

スタッフC

スタッフD

スタッフE

スタッフF

スタッフG

スタッフH

サービス 利用者宅移動 その他の移動 介護記録 日報作成

会議 その他

• ワークショップ
の実施

• 課題分析シート
の記入

取組
ステップ

準備

Che
ck

P
l
a
n

課
題
分
析

方
針
決
定

Do
(活動の
実施)

現
状
把
握

課
題
抽
出

見
え
る
化

Action

各取組ステップの
具体的内容

e-ラーニングツールで改善
活動の準備をしよう

e-ラーニングツールの
閲覧で、改善活動に対する

意欲を高める。

課題把握シートと業務時
間見える化ツールで現場
の課題を見える化しよう

「課題把握シート」を使い
課題を見える化し、取り組
む課題を洗い出す。また
「業務時間見える化ツー
ル」で業務を定量的に把握

する。

ワークショップを通じて実
行計画を立てよう

解決する課題を絞り込み、
ワークショップで考えられ
る取組を出し合いながら課
題解決までの道筋を描く。

実行計画に基づいて改善
活動に取り組もう

類似する事例動画を参考に
しながら、改善活動のゴー
ルイメージを描き、その達
成のために必要なプロセス
とメンバーの役割、スケ
ジュールを進捗管理シート
で共有する。
活動中も進捗管理シートを
振り返りながら、進捗状況
に合わせて適宜計画を修正
していく。

している 一部している していない

1 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえ、目標を明記した事業計画を策定
しているか ✓ ←回答が重複しています

2 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画の実施状況について、
一定期間の後、振り返り・評価しているか ✓

3

利用者・家族から、施設・事業所内のサービスの提供状況について定期的に
評価・苦情等を受ける仕組み（利用者満足度調査、意見箱の設置、管理者に
よる聞き取り調査等）を整備しているか

✓
4

施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画について、承認、
モニタリング、課題解決策の検討を推進する会議体（運営会議など）を
設置しているか

✓
5 業務改善活動について、計画、承認、モニタリング、課題解決策の検討を推進
する会議体（委員会・ワーキンググループ等）を設置しているか ✓

6 事業所の理念・基本方針について、職員に理解・浸透させているか ✓
7

職員の業務改善活動（ICT機器・ロボットの活用等）を継続的に推進するために、
事業所内の職員向け研修の年間計画の内容に盛り込み、計画通りに実施
しているか

✓
8 事業所内の業務量と職員の稼働状況を把握した上で、適切な人員配置・シフトを検
討しているか ✓

9 職員が休憩を十分確保することや、職員の残業時間を低減することを意識した
マネジメントしているか ✓

10 職員のシフト作成に時間をかけない対策（自動作成ソフトの活用など）しているか ✓
11 送迎ルート・訪問ルートの作成に時間をかけない対策（自動ソフトの活用など）を実施しているか ✓
12 事業所内が常に整理整頓しているか ✓
13 事業所内で物品管理を徹底しているか ✓

対応の実施

事業所管理

理念・基本方針を
踏まえた

事業計画の策定と
評価に基づく
サービスの改善

事業計画の
策定

遂行体制

計画的な人材配置

人材の配置と体制整備

職場環境整備

大項目 中項目 小項目 # 課題把握の視点

している 一部している していない

1 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえ、目標を明記した事業計画を策定
しているか ✓ ←回答が重複しています

2 施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画の実施状況について、
一定期間の後、振り返り・評価しているか ✓

3

利用者・家族から、施設・事業所内のサービスの提供状況について定期的に
評価・苦情等を受ける仕組み（利用者満足度調査、意見箱の設置、管理者に
よる聞き取り調査等）を整備しているか

✓
4

施設・事業所の理念・基本方針を踏まえた事業計画について、承認、
モニタリング、課題解決策の検討を推進する会議体（運営会議など）を
設置しているか

✓
5 業務改善活動について、計画、承認、モニタリング、課題解決策の検討を推進
する会議体（委員会・ワーキンググループ等）を設置しているか ✓

6 事業所の理念・基本方針について、職員に理解・浸透させているか ✓
7

職員の業務改善活動（ICT機器・ロボットの活用等）を継続的に推進するために、
事業所内の職員向け研修の年間計画の内容に盛り込み、計画通りに実施
しているか

✓
8 事業所内の業務量と職員の稼働状況を把握した上で、適切な人員配置・シフトを検
討しているか ✓

9 職員が休憩を十分確保することや、職員の残業時間を低減することを意識した
マネジメントしているか ✓

10 職員のシフト作成に時間をかけない対策（自動作成ソフトの活用など）しているか ✓
11 送迎ルート・訪問ルートの作成に時間をかけない対策（自動ソフトの活用など）を実施しているか ✓
12 事業所内が常に整理整頓しているか ✓
13 事業所内で物品管理を徹底しているか ✓

対応の実施

事業所管理

理念・基本方針を
踏まえた

事業計画の策定と
評価に基づく
サービスの改善

事業計画の
策定

遂行体制

計画的な人材配置

人材の配置と体制整備

職場環境整備

大項目 中項目 小項目 # 課題把握の視点

• 課題把握シー
トの記入 • 業務時間の測定

課題 1) 課題 2) 課題 3)

改改善善すするる課課題題
利用者に関する申し送り事項の

共有に漏れがある
記録作成に転記作業が生じている

利用者の記録を、
必要な時に検索・閲覧することが

できていない

改改善善活活動動案案

・事業所内の連絡手段を電話から
他のツールに変える

・毎朝朝礼を開催し情報共有する
・利用者と担当者を固定する

・書類のフォーマットを減らす
・転記作業のマニュアルを作る
・ICTツールで記録を作成する

・書類の保管ルールを決める
・事業所内を整理整頓する
・紙での記録作成をやめる

実実施施すするる改改善善活活動動
事業所内の連絡手段を電話から

他のツールに変える
書類のフォーマットを減らす 事業所内を整理整頓する

課課題題解解決決のの取取りり組組みみ優優先先度度 3位 2位 1位

担担当当者者 未定 Aさん Bさん

• 改善方針シート
の記入

活動のゴール

振り返り
（改善活動実施後に記入）

実施有無

4月中旬 7日間
管理者・サ責会議の開催

（2～3回）

4月中旬 7日間
管理者・サ責会議の開催

（1回）

4月末
7日間

（準備含む）

告知準備
事業所内の掲示板に掲載
事業所内の定例会議で告知

5月中旬
5日間

（準備含む）

オリエンテーション準備
オリエンテーションの開催
事業所内の掲示板に掲載

7月初旬 45日間
事業所内の連絡手段として
チャットソフトを導入

ステップ①

ステップ②

ステップ③

ステップ④

定量的な
振り返り

業務時間に変化があったか
確認しよう 7月中旬 7日間 業務時間調査

職員の働きやすさに変化があったか
確認しよう 7月中旬 7日間 職員アンケート

ケアの質に変化があったか
確認しよう 7月下旬 14日間 ワークショップ

実行計画を
立てよう

改善活動の具体化をしよう
（改善活動のステップを書いてみよう）

改善活動の推進体制を構築しよう

事業所内で活動内容を周知しよう

改善活動開始に向けて
オリエンテーションを実施しよう

定性的な
振り返り

改善活動を実施しよう

改善活動を
振り返ろう

改善活動に
取り組もう

4月 5月 6月 7月

事業所内の連絡手段を電話から他のツールに変えることで、利用者に関する申し送り事項の漏れをなくす

■業務改善方針

■進捗管理表

期限
（いつまで終えたいか目標を記載）

所要日数
（各プロセスに必要な日数を記載）

2020年実施事項改善プロセス

• 進捗管理シート
の記入

原因 課題 影響
関係する業務
（任意回答）

関係する職種
（任意回答）

優先的に解決すべき課題
 1)

 2)

 3)

利用者に関する申し送り
事項の共有に漏れがある

記録作成に転記作業が
生じている

利用者の記録を、
必要な時に検索・
閲覧することが
できていない

新任の職員に対して
効果的なOJTを実施

できていない

職員同士が対面で集まる
機会をなかなか作れないため

申し送り事項を連絡したい
時に電話がつながらないため

利用者から「先週ヘルパー
さんに伝えたことを、今週の
ヘルパーさんが把握していな

かった」と苦情がきた

サ責が常に電話対応に追われ
ていて、スケジュール作成等

の業務に集中できない書類の種類が多いため

報告先が多いため 転記作業で残業が発生

転記ミスが発生している

利用者の家族から電話で
問い合わせを受けたときに、
すぐに記録を見ながら対応す

ることができない

書類の保管ルールが
決まっていないため

紙で記録を作成して
いるため

新人職員の成長かに
時間がかかる人手が足りていないため

情報共有

記録作成

記録閲覧

人材育成

利用者に関する申し送り事項の共有に漏れがある
記録作成に転記作業が生じている

利用者の記録を、必要な時に検索・閲覧することができていない

課題による「影響」が特に深刻なもの

「原因」を辿ると、
すぐに解決できそうなもの

• 生産性向上の背景
に関する動画の閲
覧

• 各種ツールの使い
方、ワークショッ
プの進め方などの
動画の閲覧

• 改善活動事例の進
め方に関する動画
の閲覧

e-ラーニングツー
ル

事務局進捗報告
・協議

指定訪問介護

指定定期巡回
・随時対応型
訪問介護看護

指定訪問
入浴介護 指定通所介護 指定小規模

多機能型居宅介護

検討委員会

進捗確認・
とりまとめ等

弊社担当者

事業所１

事業所２

事業所３

弊社担当者
+

専門コンサル

事業所４

事業所１

事業所２

事業所３

弊社担当者
+

専門コンサル

事業所４

事業所１

事業所２

事業所３

弊社担当者
+

専門コンサル

事業所４

事業所１

事業所２

事業所３

弊社担当者
+

専門コンサル

事業所４

事業所１

事業所２

事業所３

弊社担当者
+

専門コンサル

事業所４

事業所１

事業所２

事業所３

弊社担当者
+

専門コンサル

事業所４

• 介護分野における業務改善・現場改革を目的に、NRIは６サービス種別・24事業所での
モデル実証を実施し、厚生労働省が推進する介護分野の生産性向上の推進の具体的
実践手法の開発、ガイドライン作成及び事業者支援ツールの開発を実施した。

• 現在、厚生労働省ホームページにおいて、全国の事業所に成果物が配布され活用されて
いる。 URL：https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei-elearning/

指定居宅
介護支援

令和元年度介護サービス事業（居宅サービス分）における生産性向上に資する
調査研究及びガイドライン改訂等一式（厚生労働省委託事業）

◼ 事業目的

◼ 成果物を活用した業務改革の実践フロー

◼ モデル実証体制

17Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

厚生労働省事業に於いて整理された介護サービスにおける業務別の専門性・作業単位の例
２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜介護業務の処理時間の測定のノウハウとベンチマーク

出展）令和2年度 厚生労働省 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
野村総合研究所、三菱総合研究所16Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

介護分野における生産性の向上は、大きく以下の４つのアプローチに分類できる。
２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜ 3.1.3 ICT機器導入を通じた業務改善の助言

①ICT等のテクノロジーの活用

②介護業務への専念、役割分担の推進

AI ICT IoT ロボット

介護補助者等の活用によるワークシェアリング

③書類標準化・二重入力・重複削除

④業務の見直し・再構築

書類書式標準化 重複内容の省略

働き方の見直し 業務の再構築

介護士の
業務負担の軽減

業務負荷の軽減・業務の再構築におけるアプローチ類型
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介護現場の革新においては、将来的には企業内のみのデジタル化に留まらず、地域全体での
エコシステムの構築が求められるとNRIは考える。特に、施設系ほど、家族・地域・他施設との
交流促進にICTを活用することで、地域内プレゼンス等の魅力の向上も実現しうる。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜介護現場に求められる変革

既存

DX1.0 DX2.0

デジタルバック
企業内

活動のデジタル化

ビジネスモデル変革プロセス変革

インフラ変革

エコシステムを目指した
企業の枠を超えた
プラットフォーム構築

• 個別業務ごとの
（記録、情報伝達、教育など）
効率化・高速化

• 新たなエコシステム立ち上げ
（ユーザーとダイレクトにつながり、
ユーザーの真の目的実現に向けて、
企業内外の様々な商品・サービス
束ねて、様々な形態で提供）

• エンドユーザーとのつながり強化
＝科学的介護

（ユーザーの利用状況・新たな
ニーズの把握とデータに基づく提案）
• 上記、カスタマージャーニーに基づき
バック全体の再構築

デジタルフロント
エンドユーザー向け
活動のデジタル化

DX推進のステップ
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一般的なDX化は、下記のステップに沿って推進されることが多いが、
介護領域のICTリテラシーは他の産業と比して低く、デバイスデバイドの問題も深刻な状況。
一方、適切なICTリテラシー教育の実践も為されておらず、DXを浸透できない業界ではない。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜事業環境を取り巻く課題

デジタル化 共通化効率化 最適化組織化

• デジタルテクノロジーの導
入期にあたる。

• さまざまなツールがデジタ
ル化され、データがどんど
ん蓄積されていく。

• 蓄積されたデータを部門
ごとに活用するようにな
る段階。

• 部門単位で運用ルール
が定められており、施策
実施にデータを活用して
いく。

• 部門をまたいでデータを
活用するための基盤を
構築していく段階。

• 全社的な共通のKPI
（評価項目）が設定
され、仮説→施策実施
→データで検証する、と
いうサイクルを回していく。

• Step3で構築した基盤
を活用して効率的な運
用を行なうための組織
づくりを行なう段階。

• 運用体制を確立し、業
務フローを明確化するこ
とを目指す。

• デジタル専任組織が設
立され、積極的なデータ
の活用、データによる仮
説作りが行なわれる。

• デジタルテクノロジーの活
用によって事業にイノ
ベーションを起こすような
段階。

• データからのインプットを
元に施策を実施し、デー
タを活用した事業の未
来予測を行なう。

• データなどデジタル資産
は事業の基盤となり、そ
の活用が競争力の向
上につながる。

一般的なDx化のステップ

出所）電通アイソバー「5つのステップで考えるデジタルトランスフォーメーション」
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介護現場を取り巻く事業環境01

生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化02

介護業界におけるデジタル化の胎動03

介護の未来～エビデンスベースド・ケア～04

目次

介護予防領域のデジタル化05
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厚労省事業で作成した業務時間見える化シートを用いて、手書きまたはタブレット等で簡易に
業務時間を計測できる。また、コロナ禍を踏まえ、カメラ等のデジタルツールの活用も検討可能。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜生産性向上に向けた課題発掘と対応｜タイムスタディ

デジタルツールを用いたタイムスタディの事例

▼ビーコンとスマートウォッチを用いたタイムスタディ

• コロナ禍で対面での実施が難しい場合について
は、ウェアラブルカメラを装着して計測するなど、デ
ジタルツールを活用して、極力調査員との対面
機会を減らすなどの対応も可能。

• ICT関連業務が場所に紐づく場合は、スマート
ウォッチを使って簡易的にタイムスタディを行う方
法も検討する。

ウェアラブルカメラを用いたタイムスタディ▲

業務時間見える化シートを用いたタイムスタディ

スタッフが各自の端末で
業務内容と業務時間を計測

or
手書きでメモした業務時間
をExcelに入力

スタッフ

スタッフ

スタッフ

管理者

管理者はスタッフの記録
を参考にしながら、
事業所の課題の抽出や
改善策の検討を行う

個人別業務時間見える化シート
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対処・改善施策の優先順位は各事業所ごとに協議して決定する。事前に策定した事業計画
の蓋然性を保ちながらモデル施設にとって総合的に利益になる形を模索する。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜生産性向上に向けた課題発掘と対応｜課題の優先順位のつけ方

優先順位 上位

⑤モノ/コトの整理整頓

⑦情報伝達・共有の仕組み化

②導線カイゼン

⑥業務プロセス標準化

④教育・研修活動①人手不足の解消・代替手段の模索 ③業務のシステム化・効率化

階層１

階層２

階層3
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職員の方に記入いただく気づきシート、ワークショップから見える業務改善で生じる問題事象の
相関関係を整理しつつ、解決に向けた対処策・改善施策を整理していく。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜生産性向上に向けた課題発掘と対応｜課題の見つけ方

ルーチン業務のシステム化・効率化
（カラオケ）

ム
ダ

業務引継ぎ ハウスルールの浸透

ム
ダ

報告・連絡・相談の徹底

ム
ダ

物品整理 備品ストック、レク用具

ム
ダ

情報整理 PC内の帳票の居所が不明など
ム
ダ

情報整理 帳票内情報の不整合・不一致

ム
ダ

記録・報告 入力者のルール策定

ム
ダ

見守り業務の実施にも人員が不足

ム
リ

呼び出しコールの適正運用

ム
ダ

基本動作・対応の教育システムの不在

ム
リ

導線の見直し 車いす→椅子移乗＠フロア

ム
リ

事業所内の日勤・夜勤タスクの標準化

ム
ラ

日勤タスク 洗濯回数

ム
ダ

夜勤タスク 掃除時の留意点の整理・共有

ム
ラ

業務プロセスの不統一

ム
リ

ム
ラ

服薬の手順プロセスの不在

ム
リ

ム
ラ

服薬に関わる引継ぎルールの未整備
二人での確認作業

ム
ラ

予定外業務への対応手順のルール化

ム
ラ

業務内容の正しい把握（食事まわり）

ム
ダ

⑥業務プロセス標準化
⑦情報伝達・共有の仕組み化

⑤モノ/コトの整理整頓④教育・研修活動

③業務のシステム化・効率化②導線カイゼン①人手不足の解消・代替手段の模索

物品整理 備品ストック、レク用具

ム
ダ

情報整理 PC内の帳票の居所が不明など
ム
ダ

情報整理 帳票内情報の不整合・不一致

ム
ダ

⑤モ⑤モノノ//コトの整理整頓トの整理整頓

モノ・コトの整理整頓がすべての活動の
基礎となっている

あるべき姿の提示が必要ではないか？

導線の見直し 車いす→椅子移乗＠フ椅子移乗＠フロアロア

ム
リ

事業所内の日勤・夜勤タスクの標準化

ム
ラ

ム

日勤リーダー業務の見直し

業務引継ぎ ハウスルールの浸透

ム
ダ

報告・連絡・相談の徹底

ム
ダ

記録・報告 入力者のルール策定

ム
ダ

服薬に関わる引継ぎルールの未整備
二人での確認作業

ム
ラ
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ICT機器の導入では、事前に管理者・職員との間でのコンセンサスの取り付けを目的に、
ツール導入の効果をどう享受するか？そのために、職員が実践すべき作業計画を策定していく。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜生産性向上に向けた課題発掘と対応

あるべき姿の確立

費用対効果

業務時間の削減

業務簡略化

費用低減

時間短縮

質の向上

士気の向上

リスク低減・安全性
の向上

現場観察・課題抽出ステージ 取組プロセスの構造化・改善事象の整理 事業成果の整理・KPI/KGIの設定（昨年度実績）

最終成果物化

※上記は、定性・定量的評価の項目案である
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業務負荷の軽減、すなわち働きやすい職場づくりは、一度好循環すれば、介護職員・利用者
の満足度効用により、安定的な経営（売上維持、採用・研修コスト低減）に貢献する。

２.生産性向上を通じた介護サービスの質の高度化｜ ICT機器導入を通じた業務改善の考え方

保育所側 保護者・児童側

保護者・児童のニーズと
その対応方法の学習 類似サービスの需要増加

リカバリーチャンスの増大 ミスや不満に対する苦情

提供する保育サービスの
質の向上

明確なアウトプットの
質の向上

保育所の評判の向上

従業員満足度の向上 保護者・児童の満足度
向上

間接的な児童獲得効果の発現
⇒本来なら表出しない児童・保護者の満足度の蓄積は、
利用者の獲得だけでなく、職員の確保にも効果的

⇒現場で起きている事象・問題点の観察で対応策を
検討・改善活動のきっかけを捕捉できる部分
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（解説）サティスファクション・ミラー
サティスファクション・ミラーとは、従業員満足が向上すれば、生産性が向上す
ることを表したもの。従業員の満足度を高めることで、良い質を提供できる環
境を作り、そこから提供されるサービスが顧客ロイヤリティを向上させるという考
えである。

対応力のクオリティ向上

優れたサポートシステム
ハード/ソフト両面の整備

保護者ニーズに対応するための
既存業務の大幅な負担軽減

適切な評価と報酬

保育士の満足度向上

離職率の抑制
新規・中途人材の獲得

①現場学習による
パフォーマンスカイゼン

②ロボット・AI・ICT導入による
障壁の解消

③業務負担軽減・再構築に
よる効果が組織内に波及し、

全体の質を底上げ

④優秀な人材の離職防止・
採用による好循環

保育者の生産性向上

類似サービスの需要増加

ミスや不満に対する苦情

提供する保育サービスの
質の向上

現場で起きている事象・問題点の観察で対応策を起きている事象・問題点の観察で対応策を起きている事象・問題点の観察で対応策を
検討・改善活動のき検討・改善活動のき検討・改善活動のきっかけを捕捉できる部分っかけを捕捉できる部分っかけを捕捉できる部分

保護者ニ
既存業務の大幅な負

③業務負担軽減・再構築に
よる効果が組織内に波及し、

全体の質を底上げ
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４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

将来的には、科学的介護推進体制加算を見通した介護現場へのICTの導入が急がれる
貴社は業界のガリバーとして、我が国の介護サービスのあり方に一石を投じ、

業界全体を覚醒させる存在であるべきとNRIは考える

経験（論）に基づく介護（予防）
⇒ 様々な流派が存在し、本当に効果があるのかないのかもわからない。

なんとなく効果がありそう、知らんけど。というのが実態。

エビデンス（証拠）に基づく介護（予防）
⇒ 誰が、どこでやっても同じ効果を得られる介護予防の方法論を構築。予見性が高い。

効果検証や手法確立のためにはデータが必要だが、書面主義の介護領域にデータはあるのか？
書面ではあるけどデータ化されていない ＝ 分析には使えないデータ
分分析析にに使使ええそそううななデデーータタをを構構築築すするる必必要要性性がが生生じじててききてていいるるがが、、

現現状状はは介介護護予予防防自自立立支支援援・・重重症症化化予予防防のの手手法法開開発発のの芽芽すすらら潰潰ししてていいるる状状況況

→ICT・システムの活用でこれまでにない介護の価値を創出していくことが重要

“Evidence Based Care”がこれからの介護では前提となる

最終的に、求められる介護は可能な範囲での機能回復と穏やかな日常生活の再獲得
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４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

国内の介護サービスは、高まる介護需要と支え手の不足というねじれ構造が著しく、
ICTによる非効率業務の削減・質のための業務の再構築が急務

◼介護サービスの現場における生産性向上の考え方
⚫ NRIでは、介護現場における生産性向上を短絡的にコスト圧縮による効
果を前面に押し出すものではなく、コスト圧縮はひとつのプロセスと認識し
ている。

⚫ 介護サービスをQuality、Cost、Access（QCA）という観点で見れば、
本事業におけるモデル事業を通じて効果検証が為される介護ロボットや
ICTツールは、短期的にはコスト削減に直結するが、より広い視点でみれ
ば生産性向上はコスト圧縮だけで論ずるのではなく、カイゼンされた活動
が介護サービスの提供においてどのような効果をもたらしたかのを定量・定
性的に評価することが重要である。

• 本提案においては、モデル事業計画を策定する段階から期待成果、特にＫＰ
Ｉの設定とその改善の見える化にこだわり、成果を得るために堅実な事業実施
と検証の実施を最優先事項と認識している。

⚫ あわせて、近視眼的に業務効率化を図るだけではなく、一連の取組がど
のよう現場に浸透していったプロセスや、現場のカイゼンに際して留意すべ
きステップ・行動変容の要諦を抽出し、経営層に対する生産性向上の重
要性・実現可能性の訴求に重点を置くべきと考える。

介護を取り巻く課題の概況

介護における業務品質・効率（量）を上げるための考え方
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大阪府堺市や兵庫県洲本市では、ZoomやLINE電話を活用して、講師や参加者同士を
リアルタイムでつなぎ、オンライン上での社会交流の維持を試みている。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜オンライン会議ツールの活用

◼ 大阪府堺市では、パソコンやスマホを使用して自宅から参加できるオンライン通いの場の取組を実施した。
⚫ リアルタイムで参加する場合はZoomやLINE電話、事前・事後の解説はYouTubeと複数のオンラインツールを活用している。

◼ 体操教室だけでなく、木工やコーヒー教室といった趣味の講座も開催し、オンラインで参加者同士が会話を楽しみながら趣味の活動
を続けることで、社会参加の維持を促した。
⚫ 木工、お料理教室といった物理的な作業を伴う教室では、毎回の教室開催に合わせて自宅に材料を配送するなど、楽しんで続けられるような工夫

を図った。

◼ パソコンやスマホの操作に不安がある高齢者も多いため、対面での事前説明会を実施するほか、スマホの使い方動画をWebページ上
で閲覧できるようにした。

出所）阪急阪神ホールディングス「おうちでフレイル予防」サイト等 公開情報より

当日の様子 プログラムの例

教室名 概要

歩く機能向上
教室

いつまでも「歩くこと」を楽しめるよう、歩行機
能を改善するための運動教室を開催する。

木工クラフト
教室

プロの木工家具作家から学びながら、木材を
削り出し、キッチン用品づくりを行う。

コーヒー＆かんたん
料理教室

料理やコーヒーを学んでおうちで実践。参加者
と一緒に⾷事やお茶を楽しむ。

オンライン読書会 各テーマのナビゲーターの案内で、様々な分野
のテーマ本を読んで感想を共有する。
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スマートウェアを活用して利用者・職員のバイタルデータからストレス・体調変化の検知をすること
で、介護従事者の心理的負担の軽減及び心理的安全性の担保を図ることが期待される。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜スマートウェアの活用

◼ 洗濯して繰り返し使えるスマートウェアのほか、洗濯の手間を減らせる使いきり型を介護福祉
施設向けに提供している。
⚫ 価格を通常モデルの1/5～1/10程度の2000～5000円/着程度に抑えている。

◼ 着脱の負担軽減のため、シャツの側面に面ファスナーを取り付けている。

出所）ミツフジニュースリリースなど公式情報、経済産業省「ウェアラブルやデータ活用による疾病・介護予防や次世代ヘルスケア」より作成

hamonのサービス概要 介護福祉施設向け 使いきりスマートウェア

◼ 繊維メーカーのミツフジ社では、銀メッキ導電性繊維のスマートウェアを用いて着用者のバイタルデータを取得し、ストレスや体調変化を
検知するIoTプラットフォーム「hamon」を提供している。

◼ 利用者・職員の体調やストレスの状況を遠隔でチェックすることにより、ケアの質の向上と職員の心理的負担の軽減を同時に実現す
ることが期待できる。
⚫ 利用者に着用してもらうことで、バイタルデータによる体調チェックや見守り等が可能となる。人の目と機械の両面からの体調変化の検知により、ケアの質の向上とともに、

職員の心理的負担の軽減につながる。
⚫ また、スマートウェアを職員が着用することで、職員の体調やストレス状態の変化を可視化し、特に心理的負荷の高い職員に対して集中的なケアを行うことができる。

※当社では、ミツフジの業務提携先と共同で実証事業を実施するなど関係性を有しており、本事業においても協力要請が可能である。
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孤立しがちな高齢者と外部をつなぐセンサーやスマートフォン等を介した高齢者の見守りサービ
スが大手警備会社により提供されている。施設内でも、夜間の見守りなどに応用できる。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜ウェアラブルデバイスの活用

親の見守りプラン （セコム・ホームセキュリティ） 高齢者・シニア向けみまもり（ALSOK）

◼ 高齢の親を対象とした、高齢者見守りサービスである。
◼ オプションとして、生活導線にセンサーを設置し動きを確認する「安否
見守りサービス」、救急時にペンダント型の救急通報ボタンで信号を
送れる「救急通報サービス」のほか、24時間看護師に電話相談できる
コンテンツを有する。また、救急対応と健康管理の双方が可能なウェ
アラブルデバイス「マイドクターウォッチ」もある。

◼ 高齢者向けには、室内にコントローラーを設置することでガードマンの駆
け付けや健康相談ができる「みまもりサポートサービス」や、安否確認や
位置情報確認とALSOKの警備ネットワークを組み合わせた見守りセ
キュリティサービスの「まもるっく」、身に付けるだけの小型端末「みまもり
タグ」などを展開している。

◼ 新たな試みとして、みまもりタグを身に付けた高齢者の位置情報を、
特定のアプリをインストールしたボランティアが提供する地域の取組も
行っている。

離れていても、様子がわかる。
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ウェアラブルデバイスで取得したデータを分析し、介護職員の感情を可視化することで、
心理的負担の高い業務を明らかにし、マネジメントや業務支援につなげることができる。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜ウェアラブルデバイスの活用

出所）NEC Webサイト等公開情報より作成

◼ NECでは腕時計型ウェアラブルデバイスを用いて、着用者の感情変化を可視化するソリューションを提供している。。
⚫ 測定した心拍データから、「興奮・喜び」「ストレス・イライラ」「憂鬱・精神疲労」「穏やか・リラックス」の4領域における感情の可視化を行う。

◼ 介護職員に当該ソリューションを用いることで、職員の感情の変化を時系列で表示し、心理的負担の大きい業務を明らかにすること
ができる。
⚫ 保育現場を対象とした実証実験では、子どもと関わる「保育士本来の業務」では心理的負担が小さい一方、事務作業では負担が大きい傾向が明らかとなった。

◼ 心理的負担が大きく、優先的に負担軽減を図るべき業務を客観的に知ることで、適切な業務支援・ケアが可能となる。

感情分析ソリューションの概要 感情変化の分析イメージ
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介護サービスの生産性向上にあたっては、5Sや3Mの削減以外にも、
業務の特徴に応じ下記のような効率化の方法やそれを実現するための工夫が考えられる。

３.介護業界におけるデジタル化の胎動｜ 介護DX｜サービス事例の概要

介護サービスにおける効率化の例

記録業務の効率化 排泄支援の負担軽減

定期巡回の負担軽減

介護サービスにおける生産性向上実現のための工夫の例

効率化に伴う効果の可視化

✓ 紙媒体で行われることが多い。
✓ 紙に書いた内容を再度請求システムに打ち込む

など、二重作業が発生している。

✓ 排泄有無にかかわらず定期的にトイレに行かせ
るため、肉体的・時間的負担が大きい。

✓ ベッドセンサー等を併用して異常を察知する。
✓ 利用者の状態に応じて巡回の頻度や内容を

変えることで負担を軽減する。

✓ スマートフォンアプリ等を活用して簡易化する。
✓ 記録内容がそのまま請求上も反映されるような

システムを用い、二重作業を削減する。

✓ センサーを用いて排泄のタイミングを察知し、定
期的な補助から必要に応じた補助にする。

✓ 夜間の巡回のための人員配置が必要になる。
複数フロアに渡る場合などは1回の負担も大き
い。

✓ 経営者がコストに敏感であるため、なかなか改革に乗り出さない。
✓ 現場職員がオペレーションの変更を嫌がり、反発する。

✓ 費用対効果を明示することで、投資判断を後押しする。
✓ 工数削減や手間の削減など、他の事例等でどれだけの効果があったかを

示すことで積極的な参加を促す。

システムを活用した一貫した請求事務

✓ 既存の効率化サービスは、目の前の業務の効率化にはつながっているが、
抜本的に人の手を介して実施することがムダな業務も多い

✓ システムの活用により、同一作業を繰り返していたり、似たような事務処理
を実施することが多い。

✓ システムの活用により、一度のボタン操作で、保険請求までの事務を自動
化するなど、本質的な介護サービスにあてられる時間を増やす。
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コロナ禍で外出を控える高齢者や社会参加の少ない高齢者、集合型の介護予防活動終了
後の高齢者などが自宅で1人で取り組めるフレイル対策が求められている。

5.介護予防領域のデジタル化

健康維持（理想）

外出・社会参加による
フレイル進行

外出・社会参加
の減少

状
態
像

時間経過

在宅におけるフレイル
予防で求められる効果

ハイリスク者向け介護予防活動

活動終了後、何もしなかった
ため再び状態悪化

自主的な活動により
状態維持

在宅におけるフレイル
予防で求められる効果

目
的

⚫ 充実しつつあるオンラインサービス等の新たなコンテンツを活用した、在宅におけるフレイル予防の取組等を調査
するとともに、自治体が抱える課題の解消に資するコンテンツ活用の方策の検討

⚫ コロナ後を見据えて、“高齢者が自宅で継続できる”フレイル予防施策の在り方について、自治体における取組の
導入・定着化に資する情報提供
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ICT利用促進に向けた介護報酬上の評価
４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

◼ ICTの利用による生産性向上を促進するため、介護報酬上の評価も見直されている。
◼ ICTを利用した各種会議の解禁や、見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し等が行われた。

介護老人福祉施設等の夜勤職員配置加算の算定要件

（参考）導入していな
い場合

①現行要件の緩和（0.9人配置要件） ②新設要件（0.6人配置要件）

最低基準に加えて
配置する人員

+1.0人 +0.9人（現行維持） （ユニット型の場合）+0.6人
（従来型の場合）
①人員基準緩和を適用する場合 0.8人
②①を適用しない場合 0.6人

見守り機器の入所者
に占める導入割合 ー 10%

（見直し前：15%）
100%

その他の要件
ー

✓ 安全かつ有効活用するための委員会の設置
（現行維持）

✓ 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用してい
ること

✓ 安全体制を確保していること

2021年度報酬改定で緩和

会議や他職種連携におけるICTの活用

運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

✓ 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」
及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

✓ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
（※）利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。

出所）厚生労働省「令和３年度介護報酬改定の主な事項について」44Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

ICT利用状況と支援施策
４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

◼ 国では、介護分野におけるICT等の導入を推進するため、導入時の補助金や開発支援等を行っている。
◼ また、ガイドラインの作成など生産性向上に向けて事業所が取組を進めるための環境整備も行っている。

介護ロボット導入支援事業

2015年度から介護従事者負担軽減のための介護ロボットの購入費用を地域医療介護総合確保基金から助成。2018
年度補正予算により補助率4分の3（下限）で、補助額の上限は1機器につき30万円（移乗支援・入浴支援は上限100
万円）。1回当たりの台数制限が撤廃された。 助成の内容や総額は各基金（都道府県）の判断による。

介護ロボット開発等加速化事業

「ニーズ・シーズ連携強調のための協議会の設置」「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」「介護ロボットを活用し
た介護技術開発支援モデル事業」で構成。介護ロボットの着想、開発、発売後の各段階で必要な支援を行う。

介護事業所における生産性向上推進事業

介護ロボットの活用、業務プロセス構築、ICT化、作成文書の見直し、職員配置の見直しなど、介護の生産性向上に
つながる取り組みについて、2018年度にガイドラインを作成、2019年に改訂版を作成した。

介護分野におけるICT・ロボット等の導入に関連する国の事業など
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科学的介護に向けた取組の介護報酬上の評価
４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

◼ 居宅介護支援を除くすべての介護サービス事業者には、ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症に関する利用者データをCHASEに提出し、
フィードバックを受け、事業者運営やサービス提供の方法の検証、利用者のケアプランの修正が求められるようになった。

◼ 科学的介護を推進するため、2021年度改定ではCHASEへの情報提供を介護報酬上で評価する科学的介護推進体制加算が創
設されたほか、各種加算でCHASEへの情報提供・フィードバックの活用が要件とされるようになった。

総論（ADL等）

機能訓練 リハビリ 褥瘡・排泄
栄養 口腔 認知症

事
業
所
単
位

科学的介護推進体制加算

サ
ー
ビ
ス

単
位

• 個別機能訓練加
算

• ADL維持等加算
• リハビリテーションマネジメン
ト加算

• 栄養アセスメント
加算

• 口腔機能向上加
算（Ⅱ）

施
設
単
位

• 褥瘡マネジメント加算
• 排せつ支援加算
※看護小規模多機能型居
宅介護のみ

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）
※疾病名や薬剤情報等の情報提供、フィードバックの活用を行った場合、（Ⅱ）を算定

サ
ー
ビ
ス

単
位

• 個別機能訓練
加算（Ⅱ）

• ADL維持等加
算

• リハビリテーションマネジ
メント計画書情報加算

• 理学療法、作業療法
及び言語聴覚療法に
係る加算

• 栄養マネジメン
ト強化加算

• 口腔衛生管理
加算（Ⅱ）

• 褥瘡マネジメント加
算

• 褥瘡対策管理指導
• 排せつ支援加算

その他

• 薬剤管理指導
• かかりつけ医連携
薬剤調整加算

• 自立支援促進加
算

※赤字は2021年度報酬改定で新設

居
宅
系
サ
ー
ビ
ス

施
設
系
サ
ー
ビ
ス

VISIT・CHASE（LIFE）の活用に関連する介護報酬項目

出所）社会保障審議会 介護給付費分科会（第194回（令和2年11月26日）資料7、厚生労働省「令和３年度介護報酬改定の主な事項について」
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科学的介護実現に向けたデータベースの構築
４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

◼ 科学的介護を進めるため、介護サービスのエビデンスを集めるデータベースとして「CHASE」が構築されたほか、介護関連データベースとし
て、介護保険総合データベース（介護DB）や「VISIT」（リハビリデータ）がある。

◼ 2021年度から、VISITとCHASEを統合し、「LIFE」として運用されることになっている。

介護DB
要介護認定情報・
介護レセプト等情報

VISIT
リハビリデータ

CHASE
高齢者の状態、ケアの

内容等データ

介護保険総合データベース（介護DB）
• 市町村から収集した要介護認定情報、介護保険レセプト情報が格納されている。
• 2018年度より介護保険法に基づきデータ提供が義務化されている。
• 2018年度に「要介護認定情報・介護レセプト等情報にの提供に関するガイドライ

ン」が発出され、データの第三者提供が開始された。

通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業のデータ（VISIT）
• 通所・訪問リハビリテーション事業所から収集したリハビリテーション計画書等の情報

が格納されている（2017年度～）。
• 2019年3月末時点で577事業所が参加している。
• 利用者単位でのフィードバックに加えて、事業所単位でのフィードバックにも活用され

ている。

上記を補完する高齢者の状態・ケアの内容等のデータ（CHASE）
• 「科学的裏付けに基づく介護にかかる検討会」において検討された収集項目（265

項目）に基づいたデータが格納されるデータベースである。
• 総論（利用者の基本情報、疾病・薬剤、ADL等）、栄養、口腔、認知症に関す

る項目がCHASEで収集される項目とされている。
• 2019年度中にデータベースの開発を行い、2020年度より運用が開始された。

→科学的介護情報システム「LIFE」として統合
出所）社会保障審議会 介護給付費分科会（第194回（令和2年11月26日）資料7
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科学的介護に向けた国の動向
４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

◼ 厚生労働省では、自立支援・重度化防止の効果を最大化させることを目的として、蓄積したデータに基づき科学的に裏付けられた
介護＝科学的介護を推進している。2017年より推進に向けた取組が開始された。

◼ データに基づくPDCAサイクルを効果的に推進することで、ケアの質の向上が目指されている。

PLAN

DO

CHECK

ACTION

フィードバック情報による
利用者の状態やケアの実績の変
化等を踏まえた計画書等の改善

利用者の状態、ケアの実
績等の評価・記録・入力

計画書等に基づいた
ケアの実施

計画書等の作成

VISIT

CHASE

LIFE

データ提出

フィードバック
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４.介護の未来～エビデンスベースド・ケア～

現状を徹底的に可視化し、将来的なあるべき姿を明らかにした上で、現状の問題点や
あるべき姿との課題に対して優先順位をつけて解決していくアプローチ

将来目指す姿
ToBe

将来2021年4月時点

あるべき姿に向けて解決すべき
中長期的な運営課題に対し、
優先順位をつけて

取り組んでいく

「現状」と「将来目指す姿」のギャップ＝
本活動で解くべき課題

Plan

Do
Check

Action

貴社の基幹事業に対して目標となるKPIとして設定し、それを効果的に支えるIT施策を実施し、
継続的な改善を実施することで、業務・IT両面を継続的に改善していく

現状
AsIs
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これまでの執筆論文
ご紹介
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5.介護予防領域のデジタル化｜在宅における介護・フレイル対策の在り方｜論点３

３
自治体におけるフレイル対策施策におけるICT等の活用の阻害要因・課題は何か？
また、解決のために具備すべき要件（ヒト/モノ/コト）は何か？

論点

行政 地域住民（主に高齢者）

⚫ 行政側のデジタルデバイドの解消を進める必要がある。
⚫ 高齢者向け施策におけるICT導入を通じた業務負荷の軽減、事

務処理等の効率化など、業務を再構築する必要がある。

⚫ 高齢者のスマホ利用に対する正しい情報提供や、普及啓発をで
きる人材を育成・確保する必要がある。

⚫ 自治体職員側もデジタルを取り入れることで、どのような形でより
効果的な事業実施が望めるのかを、構想できるようになる必要が
ある。

⚫ 高齢者のスマホ利用に対する不安を払拭する必要がある。
⚫ デジタルの活用で“できる/便利になるになること”の周知を進めてい

く必要がある。同時に、高齢者に面白さ・楽しさ・便利さを感じても
らえるよう魅力を発信していく必要がある。

⚫ 庁内で連携して介護予防・フレイル対策に係る市町村の基本方
針を描くことも効果的で、既存サービスの利活用も視野に入れる
必要がある。ただし、予算面での制約もある。
➢ 国民健康医療保険・健康増進・高齢福祉・総務企画等、複
数の部課室による施策展開が望まれる。

ヒト

モノ

コト

課題：高齢者の不安払しょく・自治体でのデジタル利活用構想を策定できる人材育成・確保

課題：行政側・地域住民（高齢者）のデジタル化/ICT化の未充足

高齢者のスマホ利用に対する不安を払拭する必要がある。
課題：スマートフォン・デジタル体験の欠如、デジタル活用の利便性の周知不足

⚫ スマートフォン保有率を高めていく必要がある。同時に、スマホの基
本機能を使いこなせるようにする必要がある。

⚫ 自宅内でのインターネット環境、Wi-Fi整備などを充実させていく必
要がある

⚫ 地域に於けるインフルエンサーの育成する必要がある。
⚫ ICT機器の操作説明を住民間（高齢者同士）で行える人材を

育成していく必要がある。

⚫ デジタル機器に触れる経験が少ない高齢者も多く、デバイスに触
れる機会を創出していく必要がある。

⚫ ICTに不慣れな方（高齢者）に対する丁寧なスマホ・アプリの利
用に関する教室など、ICTに不慣れな地域住民（高齢者）を対
象とした教育機会を創出する必要がある。
➢ QRコード、電子決済、オンラインサービスの活用体験など、新た
なデバイス・ツール、ICTが実現する生活の利便性を高めるため
の情報収集・体験を積む必要がある。
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5.介護予防領域のデジタル化｜在宅における介護・フレイル対策の在り方｜論点２

２
コロナ禍を契機として、これまで敬遠されてきた老人保健施策におけるICT等の活用はどのよう
なマイルストーンの中で進められるべきか？

⚫ 自治体において、介護予防・フレイル対策を全面的にデジタル化する意向は見受けられないものの、将来的なハイリスク者の増加や、現状の対応リソースでは
状況改善は期待できないことから、デジタルシフトの必要性に関する意見は多く見られた。

⚫ デジタルシフトの目安としては、現行施策よりも効果が見込める領域（例：情報伝達・新規参加者の掘り起し・利用者管理など）において、施策効果の
向上や、業務負荷の軽減に資するものから進めることが望ましいと考えた。

⚫ 対象者については、60代であれば、スマホの利活用に対する問題意識やリテラシーも高いことから、あまり問題になることはないが、70代以降に対しては、
スマホの所持→基本機能の利用ができるようになるなどのユーザー教育も同時に展開する必要があるのではないか。

スマホ・ICTの利用体験

スマホ基本機能の習得
LINE・地図・QRコードの利用

Youtube動画の閲覧
アプリのダウンロード

アプリ利用、ビデオ会議ツール
（Zoom、Teams・LINE動画）

、SNSの利活用

SNSでの情報発信
チャット機能を通じた家族以外

とのコミュニケーション

スマートフォン・ICTで
“やりたいこと”の発掘
≒ニーズの掘り起し

ICT利活用の
不安の払拭・
正しい利用啓発

論点
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5.介護予防領域のデジタル化｜在宅における介護・フレイル対策の在り方｜論点１

1
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により奪われた高齢者の健康増進・フレイル対策への
参加機会は、リアル・デジタルの両側面からどのように補われるべきか？

⚫ 大前提として、在宅での介護予防・フレイル対策を講じる場合、サービス・情報を直接的・間接的に伝達する手段が何か？で、
自治体の取組は異なっていた。

⚫ ICTの活用は従来施策でリーチできなかった準備期層の掘り起しにつながっている。
⚫ アナログ的施策は、すべての対象者に届くものの利活用状況のモニタリングには適していない。一方、デジタルを活用した施策は、

従来施策よりも伝達可能な情報量は増えるが、高齢者の利用を促すには、ユーザー教育もセットで提供する必要があるのではないか。

直接
提供

間接
提供

通所

訪問

コミュニティラジオ
ケーブルTV
防災無線

テキストメール

動画配信・
Webサイト・

SNS等
スマホアプリ
Zoom等

デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル

オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル

情報・資材提供
（紙・CD/DVD・ビデオ）

1.無関心期 2.関心期 3.準備期 4.実行期 5.維持期

ー

ー

▲～△

▲～△

△

▲

◎

ー

ー

△～〇

△

△～〇

△～〇

◎

△

△

〇

△～〇

〇

〇

◎

〇

〇

◎

〇

〇～◎

〇～◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

〇～◎

◎

凡例 ◎：最も適している 〇：適している △：条件次第では適する ▲：適していない －：非該当 低 リアルな施策への興味関心度合い 高

従来の対面施策では反応しないが、デジタルで掘り起こせる可能性の高い層

論点
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好取組自治体では、紙媒体やDVDの配布、ケーブルテレビ・YouTubeでの配信といった
主要な6取組に加え、オンライン介護予防教室や健康管理アプリの活用事例が見られた。

5.介護予防領域のデジタル化│主要な取組

個別訪問・電話や集合型施策の継続
• コロナ禍においても、新たなツールを導入するのではなく、感染対策を取りながら集合型の施策を継続している自治体や、
個別訪問・電話での状況確認や指導で代替している自治体が多い。

広報紙・パンフレット等の配布
• 自治体の広報紙やフレイル対策に特化した新たなパンフレットでフレイル対策に関する情報提供を行っている。
• 全戸配布や役所等の窓口への設置のほか、通いの場のリーダーからの配布など配布方法を工夫している自治体も見られる。

健康体操等のDVD・CDの作成・配布
• 自治体独自の健康体操等のDVDやCDを作成し、配布している。
• 個人に配布しているケースのほか、通いの場リーダーや地域包括支援センターなど地域コミュニティでの活用を狙う事例もある。

健康体操等のケーブルテレビ・ラジオでの配信
• 地元のケーブルテレビやコミュニティラジオにて健康体操の動画を配信している。
• 自治体からの情報提供の帯時間帯を活用して、定期的に配信しているケースが多い。

フレイル対策に関する情報の自治体HPへの掲載
• 在宅でもできる運動や日常生活上の留意点といったフレイル対策に関する情報を、自治体HPに掲載している。
• コロナ禍で不定期に変更される各種イベントの実施状況を併せて掲載しているケースもある。

健康体操等のYouTube等での配信
• ケーブルテレビに加えて、YouTube等の動画配信サービスでも健康体操等の動画を配信している自治体がある。
• YouTubeのURLを市のHPで紹介する、広報紙等にQRコードを載せて閲覧を促すなど、他の取組と組み合わせて活用されているケースも。

オンライン介護予防教室・通いの場
• Zoomなどのオンライン会議ツールを用いて、リアルタイムで講師と参加者をつないで介護予防教室を開催している。
• リアル会場での参加とオンライン参加のハイブリット形式で開催している自治体もある。

PHRアプリの活用
• 歩数などのPHRデータを収集できるアプリを用いた取組を実施している自治体もある。
• 活動量・内容に応じたポイントの付与やグループ内での結果共有ができる仕組みを用いて、交流を生む工夫を行っている。

多
く
の
自
治
体
で
見
ら
れ
る
取
組

特
徴
的
な
取
組
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在宅における介護・フレイル予防の実施上の課題のうち、行政側では職員不足やグランドデザ
インが描けていないことが上位に上げられた。高齢者側では、デバイスを持っていない・
使いこなせないといった高齢者のITリテラシーが課題となっていた。

5.介護予防領域のデジタル化│質問6(1)在宅における介護・フレイル予防の実施上の課題

15.3%

58.3%

36.6%

23.4%

51.2%

4.1%

9.8%

33.2%

11.2%

14.6%

17.6%

18.6%

42.7%

5.4%

22.0%

52.2%

72.2%

3.7%

32.5%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. 活用できる予算が少ない

2. 職員が不足しており、新たな取組を始める余裕がない

3. デジタルツール・コンテンツに関する庁内の知識が不十分

4. 庁内の高齢者福祉担当とその他の部署との連携・情報共有が不十分

5. 市区町村全体の介護・フレイル予防やICT活用のグランドデザインが描けていない

6. 地域の専門職等の協力が得られない

7. 民間事業者等との調整が難しい

8. 高齢者のニーズが把握できていない

9. どんな取組をすべきかわからない

10. 対象者を抽出できていない、抽出する方法が分からない

11. 対象者に情報提供できていない

12. 単発企画に終始し、継続的な取組ができていない

13. 取組による効果を把握できていない

14. その他

15. 高齢者の関心がなく、参加者が集まらない

16. 高齢者がスマホやPC等のデバイスを持っていない

17. 高齢者がスマホやPC等のデバイスを使いこなせない

18. 使い始めた高齢者が途中で飽きて止めてしまう

19. 住民間での自発的な取組の広がりが見られない

20. その他

在宅における介護・フレイル予防の取組上の課題（n=295）（複数回答）

行
政
側
の
課
題

高
齢
者
側
の
課
題
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ご参考）現在自治体で実施されている在宅におけるフレイル予防施策
アナログツールを活用したものが主流であるが、デジタルツールも徐々に導入されつつある。

5.介護予防領域のデジタル化｜コンテンツ全体像

非オンライン
ツール

（ビデオ・TV等）

テキストメール

動画配信・
Webサイト・

SNS等

スマホアプリ

ウェアラブル
デバイス・
センサー等

デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル

オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル

リアルツール

• 趣味の動画のケーブルテ
レビでの配信

• Zoom等での通いの場の
実施

• SNSを通した交流

• スマホゲームを通じた社
会交流

施策の目的
運動機能改善

• スマートウォッチによる歩
数・消費カロリー計測

• アプリによる運動量計測
• オンライン通いの場アプリ

• 健康体操の動画配信
• Zoomでの運動教室・セ
ミナー

• ケーブルテレビでの健康体
操の配信

• 体操DVDの配布

• メールによる運動に関す
る相談対応

• 体操プログラムパンフレット
の配布・投函

• 防災無線・ラジオでの健
康体操呼びかけ

栄養改善

• 健康レシピ(紙媒体)の投
函

• 見守りを兼ねたお弁当の
配送

• ⾷事管理アプリによるカ
ロリーの計測

• ⾷事レシピのWebサイト
掲載・動画配信

• SNSのbotによる栄養素
チェック

• ウェアラブルデバイスによる
カロリーの自動測定

口腔機能改善

• 画像認識によるオーラル
フレイルチェック

• お口の体操のパンフレット
の投函

• スマホマイクを使ったオー
ラルフレイルチェックアプリ

• お口の体操動画の配信

交流促進

• 通いの場スタッフとの手
紙交換

• 近所同士のインターホン
越しの会話

メンタルケア

• アプリによる心の状態・ス
トレスのチェック

• ウェアラブルデバイスによる
ストレス度測定

• セルフチェックリストの配布によるフレイル予防の啓発

• 気分転換方法啓発のパ
ンフレットの配布

交流の観点が含まれるコンテンツ
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業務改善① 福祉用具の活用(ルール・マニュアル)

• 床走行リフト
• 入浴用リフト
• シャワーベッド
• 眠りスキャン

チェックリストを作成し、評価の見える化
2017年～ ５S活動・業務改善活動

５Sに取り組むことで異常や課題が見えやすくなる。
業務改善の手法を学ぶ。

整 理理⇒ 不用品を処分する事（捨てるルール）
整 頓⇒ ３定(定位・定品・定量)の徹底
清 潔⇒ 日常的に綺麗にしておく
清 掃⇒ 整理・整頓・清掃の維持の習慣化
しつけしつけしつけ⇒ 決めた事、決められた事は守る

職場の基本ルールの整備と徹底

詳細は厚生労働省老健局 生産性向上ガイドライン１参照

介護業務の効率化・ICT活用に必要と実感したこと

(前提として既存の施設を変える場合)

「ICT活用、効率化することでどうありたいか目的を持つ」
経営層や管理職の目的ではなく働く職員にとっての目的を明確にする。

「介護の質確保、人のマネジメント」
現場の職員を巻き込み主体にする。
PDCAサイクルを常に回し続ける。(業務改善とＩCT活用は両輪)

「現場で働く介護職員の考える力」
必要性、効果を感じるよう評価は自ら行う。
何ならできるか、自分たちで答えを出してもらう。

５年間現場で取り組んできた経緯

2017年 トヨタ式業務改善活動
５S活動
業務の見直し、課題解決

2018年 業務改善の実践
福祉用具の活用、研修体制の確立

2019年 一部眠りスキャンの導入
2020年 北九州モデルの導入

業務分析、改善計画
2021年 見守りセンサー等の導入

過去の失敗・・・
見守りセンサー⇒お蔵入り
移乗リフト⇒オブジェ化

使用している機器
使用機器 本館(従来型特養) 新館

(ユニット型特養、短期入所、小規模)

移動・移乗支援
床走行リフト「つるべー」
自動体位交換器「利楽FLOW」
フレックスボード

立位支援「ミニリフト125」

入浴支援
チェアインバス
シャワーベッド
分離型キャリー＋リフト

チェアインバス
リフト付きシャワーキャリー
LS300

見守り支援
ライフレンズ
フットコール、赤外線センサー

ライフレンズ
フットコール、赤外線センサー

業務支援
インカム
記録ソフト
「ほのぼのNEXT」
「ほのぼのケアパレット」

記録ソフト 本館同様

今回取り組んだ事業所

星の里・本館
従来型特養（70床）

星の里・新館
地域密着型特養・ユニット型特養（29床）
短期入所生活介護（19床）
小規模多機能型居宅介護（25名登録）

法人認可 1982（昭和57）年6月
本部所在地 〒722-0042 広島県尾道市久保町1786

従業員数 550名（2022年3月1日現在）
実施事業

運営理念 社会福祉法人尾道さつき会は、保健・医療・福祉の連携に基づき、
障害児者及び高齢者が安心して生活できる地域社会の実現を目指します。

障害関係事業 入所・通所事業所、GH他 20事業所
高齢関係事業 特養、ケアハウス、デイ他 17事業所
教育事業 介護福祉士養成施設 1校
生活保護事業 救護施設 1施設

社会福祉法人尾道さつき会

業務効率化・ICT活用
実践報告

社会福祉法人尾道さつき会
特別養護老人ホーム星の里

村上佳代
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取り組みの手順(ICT機器導入)

業務分析

分析アプリ

改善目標

改善計画

タスクチェンジ(業務見直し)

タスクシフト（ICT・機器）

タスクシェア(外部委託)

プラットフォームの中で様々な機器を組み合わせる
⇒施設の環境や状況に合わせたものが選択出来る

ICT・機器導入 企業による
バックアップ

現場からの
フィードバック

業務分析と課題へアプローチ

業務課題 タスクチェンジ タスクシフト タスクシェア

準備・片付け
（周辺業務）

食事開始時間の変更
使用物品の変更

汚物処理機の導入 委託業者との交渉

PC・記録
情報共有

記録時間の変更 記録ソフトの新たな機
能の再活用

業者との連携
改善要望

業務ピーク
11：00
15：00

入浴時間の見直し
食事開始時間の調整
口腔ケア内容見直し

入浴リフトの活用
床走行リフト再活用

パート職員の業務分担
見直し
勤務時間や曜日の調整

見守り・待機
手浴、清拭での居室
対応の時間見直し

インカムの活用
見守りシステム導入
センサー類集約

シルバー世代の活用
(経験者の雇用)

参考

取り組みの手順(業務の見直し)

業務分析

分析アプリ

改善目標

改善計画

タスクチェンジ(業務見直し)

タスクシフト（ICT・機器）

タスクシェア(外部委託)

ICT・機器導入 企業による
バックアップ

現場からの
フィードバック

• 時間内に記録や会議ができるようにする。
• 研修を活かした丁寧な介護ができる業務の組み立て
• 個別の活動やレクの時間の確保

目
標

「北九州モデル」の先進的介護（人とテクノロジーの融合による新たな働き方モデル）の構築
～介護職員の負担軽減・介護の質の向上を図り、介護施設の生産性を高める～

「北九州モデル」の実証 ～ ３つの視点 ～

職員の専門性の向上
働き甲斐の向上

職員負担軽減
入居者のＱＯＬ向上

介護人材確保の促進
職員の休暇取得改善

介護現場におけるICT導入活用の実践

介護支援プラットフォーム(PF)

居室内の確認
（映像）

ベッド上の
安否・状態

介護記録
システム

× ×

＜北九州モデルの求める機能と実証機器（例）＞

特養現場におけるICT活用の実践
・生産性向上
・職員の負担軽減

引用先：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/31600045.html

ノーリツプレシ
ジョン様提供

パナソニック
提供

富士データ
システム提供

パナソニック
提供

11介護現場におけるICT導入活用の実践

2020年～ 北九州モデルを参考にした取り組み

今までの失敗の要因
• 選択肢もなく現場に投入した。
• 現場の職員が必要と感じてい
なかった。

• 取り組みが全員に理解されて
いなかった。

• 不具合を修正できなかった。
業者との連携不足

• 業者をたらいまわし
使用環境の改善に業者間の連携が必要
だったのではないか

業務調査、分析、改善計画などPDCA
で現場職員が関わり、主体になること
が必須だったのではないか

業務改善② 職員育成の見直し
新人育成からエルダー育成までの研修体制の見直し

教えたことを日常の介護や業務で使えているか。
PDCAを自分たちで回し、改善していくベースができた

対象 研修 ポイント

新任職員 共育プログラム 各職種が介護職員と作成（マニュアル＝研修
資料）
チェック表に沿って評価日常の中で行う。

エルダー 介護基礎研修
利用者体験

介護基礎技術の研修、教えるポイントを学ぶ
毎月習ったことをユニットに持ち帰り研修

全体 運営上必要な
研修のＷＥＢ研修

研修した内容をその月の強化月間にして
目標を立てて取り組み、振り返る。
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今後取り組むこと

• 記録ソフトなど、周辺機器との連動
見守り支援機器との記録の連動、その範囲の検討
２４時間シートの外部連携の困難さ
端末の統合

• 記録ソフトの再活用
まだ活用されていないすでにある機能の活用

• 通信環境の改善
外部専門家も含め、業者間の連携窓口を一元化する。

考察(効果の確認)

見守り支援機器の導入だけでなく、５年間の取り組み全体を通し
てみると、その効果が見える。

・年間の有給休暇取得数200日増加(職員数は増減なし)

・職員育成研修の定着
・夜勤職員配置加算の維持
・通信環境設定への専門窓口の必要性
・中期計画の検討と共有

導入後の課題

• 全床へ導入していないため、必要に応じて移設が必要。

• Ｗｉ-ｆｉの通信速度が機器の性能を活かせていない。

• 古い建物では、ＬＡＮ環境を増設を重ねていることで、どこ
で不具合が出ているかを特定することを難しくしている。

• 端末を統合、連動していないため
効率的な使い方になっていない

導入後の状況

• 日々の不具合を定期的に業者へフィードバックを継続。

• カメラを入れたことで、倫理に基づいて使用ルールを作成。

• ご家族への説明や承諾書、使用開始、中止までのフローを作成。

• 目的に応じた活用
訪室前のカメラでの確認
睡眠レポートを活用したケアの検討、医療職との連携
看取り期のバイタルの見守り

ライフレンズのしくみ

18

介護支援プラットフォーム(PF)

居室内の
確認

（映像）

ベッド上
の

安否状態

介護記録
システム

× × 不具合や不明なことなど
窓口に一括問い合わせ
施設の環境に合わせた機器
を選択ができる。

＜北九州モデルの求める機能＞

■居室内の確認(映像)／ベッド上の安否・状態／介護記録システムを連携して活用することが必要です

これらの機能をライフレンズでパッケージ化し、
・既存設備や新システムによる自由な組み合わせにより、ご施設に最適のソリューションを構築
・ネットワークや機器、システムにおける問い合わせの窓口一本化
→資産の有効活用や、トラブル対応などでの現場負担を削減できます

見守りセンサーシステム導入

ライフレンズの導入
本館：２０組
新館：２８組

選定した理由
①センサー感度の良さ、感度設定機能の充実
②将来的に機器連携の可能性があること
③施設の環境面で使用可能なこと(専門業者の確認の下)

④業者のサポートが窓口一括で管理が簡単なこと
プラットフォームでの管理
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令和 年 月 日開催
第 回京都地域包括ケア事業研究会

参加後アンケート結果

＊申込 名 参加 名 回答数： 件

１．ご所属の事業種別をお教えください

２．業務の改善や ICT 化に関連して、どのようなことに関心をお持ちですか。上位３つまで選んでく
ださい。

３．本日の研修会は、質問２の関心をお持ちの内容に役に立ちましたか
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令和 年 月 日開催
第 回京都地域包括ケア事業研究会

参加後アンケート結果

＊申込 名 参加 名 回答数： 件

１．ご所属の事業種別をお教えください

２．業務の改善や ICT 化に関連して、どのようなことに関心をお持ちですか。上位３つまで選んでく
ださい。

３．本日の研修会は、質問２の関心をお持ちの内容に役に立ちましたか

４．講演 横内 瑛 氏（株式会社野村総合研究所ヘルスケア・サービスコンサルティング部プリンシ
パル）について

５．よろしければその理由をお聞かせください

・さらに時間をかけてお聞かせいただきたいお話でした。

・これから進んでいく方向が想像できたように思います。ありがとうございました。

・ただ機器を入れるだけでなく、大事なのは人間関係の構築だということを気づかされました。

・今後、介護サービスの顧客層が、 を活用できる人たちに代わっていく。

・オンライン型の介護予防活動になると、利用者の男女比が逆転する。ほかにも、非常に興味深いお話
が伺えて、よかったです。

・生産性向上に向けた基本的な考え方から少し先の話まで聴くことができ、また、横内様の実践をふ
まえた話も大変勉強になりました。ありがとうございます。

・サティスファクションミラーの考え方に共感しました。機器の導入はあくまでもプロセスであって、
どう働き続けやすい環境を構築するかが、利用者の支援充実につながるということをもっと法人内
で共有したいと感じました。

・現場での取り組みを現場目線で説明頂いた。少し先の高齢像・可能性を確認できた。

・幅広く情報を得ることができました

・デジタル化によって何が目指せるのか、何を目指すのかを整理できたと思います。

・デジタル化の捉え方と導入プロセスの説明が丁寧で分かりやすかった。
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６．実践報告 村上 佳代 氏（社会福祉法人尾道さつき会ケアハウス施設長）について

７．よろしければその理由をお聞かせください

・現場・現実感の強いお話だったから

・５年間の道のりは簡単ではなかったと思います。そこを乗り越えてきた話をきけてよかったです。

・苦労されたことや効果などを生の言葉で実感させていたきました。

・業者との付き合い方、施設内での職員への浸透のさせ方など、さらっとお話をされていたけれど非
常に大切なことだと感じました。

・実践のお話を聴かせていただき、その難しさと「成果」のイメージを持つことができました。ありが
とうございます。

・経営サイドではなく、働く職員にとっての目的を明確化するという進め方が素晴らしいと思いまし
た。職員が我が事として考えていけることが根っこを育て、離職も減らす相乗効果になると感じま
す。私どもでは、良かれと思っても、受け入れられず、組織風土にはつながらなかった失敗経験があ
ります。

・現場でありがちな失敗や不安をきちんと説明頂いたので、失敗の先にある効果や職員の姿を想像す
ることが出来た。

・失敗談を含めて工夫をされた具体的実践を聞けたこと

・現場の実態が想像できて、より具体的な課題点に気付くことができました

・こんなことで困った、などの話も聞けたので、実際に導入した時の混乱、職員の拒否反応なども少し
イメージできました。

・大変な部分・導入の課題についても分かりやすく、とても参考になった。
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６．実践報告 村上 佳代 氏（社会福祉法人尾道さつき会ケアハウス施設長）について

７．よろしければその理由をお聞かせください

・現場・現実感の強いお話だったから

・５年間の道のりは簡単ではなかったと思います。そこを乗り越えてきた話をきけてよかったです。

・苦労されたことや効果などを生の言葉で実感させていたきました。

・業者との付き合い方、施設内での職員への浸透のさせ方など、さらっとお話をされていたけれど非
常に大切なことだと感じました。

・実践のお話を聴かせていただき、その難しさと「成果」のイメージを持つことができました。ありが
とうございます。

・経営サイドではなく、働く職員にとっての目的を明確化するという進め方が素晴らしいと思いまし
た。職員が我が事として考えていけることが根っこを育て、離職も減らす相乗効果になると感じま
す。私どもでは、良かれと思っても、受け入れられず、組織風土にはつながらなかった失敗経験があ
ります。

・現場でありがちな失敗や不安をきちんと説明頂いたので、失敗の先にある効果や職員の姿を想像す
ることが出来た。

・失敗談を含めて工夫をされた具体的実践を聞けたこと

・現場の実態が想像できて、より具体的な課題点に気付くことができました

・こんなことで困った、などの話も聞けたので、実際に導入した時の混乱、職員の拒否反応なども少し
イメージできました。

・大変な部分・導入の課題についても分かりやすく、とても参考になった。

８．鼎談について

９.よろしければその理由をお聞かせください

・横内氏の最初の質問が、自分の関心と合致し、村上氏の講演内容をさらに深掘りしていただけた。

・現場の苦労とそれを支えていく 技術が合わさっていくことで、よりよいケアができるような気が
しました。

・横内氏のポイント整理が大変わかりやすかったです。勉強になりました。

・分かりやすい表現で管理者としての視点を掘り起こしてくださっていたと思います。

・講義内容に具体性が加わった

・実態と傾向と対策をそれぞれの切り口から聞くことができて納得できた。

10.本日の研修会全体の満足度をお聞かせください。

11.よろしければその理由をお聞かせください

・オンラインとはいえ貴重なお話を伺えてよかったです。

・理論的な話から実践の話まで幅広く学ぶことができました。ありがとうございます。
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・課題も身近でしたし、２時間といった短い時間内に現場課題の将来像を見たような感じがして、勇
気が出ました。

・身近に感じられるようになった

・ピンポイントで、とても分かりやすい内容でした。

・今までにない、具体的なお話しで、イメージができました。

12.その他、お気づきの点、ご意見などございましたら自由にお書きください

・内容がとても濃く、現場で実際に参考にできるお話でした。ありがとうございました。

・いつも普通では生で聴けないお話を聴かせていただける機会を賜りありがとうございます。

・いつも貴重な機会をいただきありがとうございます。

・あるべき姿をどう打ち出すのか、そして、どうすれば浸透・共有でき、ぶれないものになっていくの
か。定着するのか。また、新しいことに取り組んでいく際の、チェック（進行管理）がうまく機能し
ていく工夫なども、ご体験などからお聞きできればと思いました。

・実践報告では、もっと写真等を見せて頂くと嬉しかったです。時間が限られてしたので大変だった
ともいます。お疲れ様でした。

・全体を通して、とても実りのある内容でした。導入に際しては何より職員が組織に対して安心して
いる組織風土が何より大切だと改めて認識しました。ありがとうございました。
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